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三
七

英
国
に
お
け
る
非
業
務
執
行
取
締
役
の
「
独
立
性
」
の
再
考

―
金
融
危
機
以
後
の
議
論
の
経
緯
を
踏
ま
え
て
―

一　

ノ　

澤　
　

直　
　

人

一　

は
じ
め
に

二　

金
融
危
機
以
後
の
議
論
の
経
緯

　

１　

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
関
す
る
検
証
と
規
範
の
動
向

　

２　

金
融
危
機
へ
の
対
応
と
規
範
の
見
直
し

　

３　

い
わ
ゆ
る
「
遵
守
あ
る
い
は
説
明
（com

p
ly or exp

lain
）
」
原
則
に
よ
る
ガ
バ
ナ
ン
ス
諸
規
範
と
そ
の
問
題
点

三　

「
独
立
性
」
を
め
ぐ
る
議
論
の
変
化

　

１　

非
業
務
執
行
取
締
役
の
異
議
に
よ
る
説
明
の
要
求
と
そ
の
適
格
性
の
必
要
性

　

２　

非
業
務
執
行
取
締
役
の
「
適
格
性
（com

p
eten

ce

）
」
と
「
独
立
性
」
の
要
件

四　

金
融
危
機
以
後
に
お
け
る
非
業
務
執
行
取
締
役
の
役
割



英
国
に
お
け
る
非
業
務
執
行
取
締
役
の
「
独
立
性
」
の
再
考
―
金
融
危
機
以
後
の
議
論
の
経
緯
を
踏
ま
え
て
―

三
八

　

１　

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
規
範
に
お
け
る
非
業
務
執
行
取
締
役

　

２　

同
規
範
に
お
け
る
非
業
務
執
行
取
締
役
の
「
独
立
性
」

　

３　

同
規
範
に
お
け
る
非
業
務
執
行
取
締
役
の
選
任

　

４　

同
規
範
に
お
け
る
非
業
務
執
行
取
締
役
の
資
質

　

５　

同
規
範
に
お
け
る
非
業
務
執
行
取
締
役
の
役
割

五　

む
す
び
に
代
え
て

一　

は
じ
め
に

　

わ
が
国
に
お
い
て
、
平
成
二
三
年
十
二
月
に
、
法
制
審
議
会
会
社
法
部
会
が
、
「
会
社
法
制
の
見
直
し
に
関
す
る
中
間
試
案
」
を
決
定
し
、
パ

ブ
リ
ッ
ク
・
コ
メ
ン
ト
を
経
て
、
平
成
二
十
四
年
八
月
に
、
「
会
社
法
制
の
見
直
し
に
関
す
る
要
綱
案
」
を
決
定
し
、
九
月
七
日
開
催
の
法
制
審

議
会
第
百
六
十
七
回
会
議
で
、
採
択
さ
れ
法
務
大
臣
に
答
申
さ
れ
て
い
る
︶
1
︵

。
同
要
綱
の
「
第
一
部
第
一
２　

社
外
取
締
役
及
び
社
外
監
査
役
に
関

す
る
規
律
」
に
加
え
、
付
帯
決
議
に
よ
り
、
金
融
商
品
取
引
所
の
規
則
に
お
い
て
、
上
場
会
社
は
取
締
役
で
あ
る
独
立
役
員
を
一
人
以
上
確
保
す

る
よ
う
に
努
め
る
旨
の
規
律
を
設
け
る
必
要
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
規
律
に
つ
い
て
は
、
「
監
査
役
会
設
置
会
社
（
公
開
会
社

で
あ
り
、
か
つ
、
大
会
社
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
う
ち
、
金
融
商
品
取
引
法
第
二
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
発
行
す
る
株
式
に
つ
い

て
有
価
証
券
報
告
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
株
式
会
社
に
お
い
て
、
社
外
取
締
役
が
存
し
な
い
場
合
に
は
、
社
外
取
締
役
を
置
く
こ
と
が
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三
九

相
当
で
な
い
理
由
を
事
業
報
告
の
内
容
と
す
る
も
の
と
す
る
」
と
い
う
形
で
、
一
定
の
会
社
で
社
外
取
締
役
が
存
在
し
な
い
場
合
に
は
、
社
外
取

締
役
を
置
く
こ
と
が
相
当
で
な
い
理
由
を
事
業
報
告
の
内
容
と
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
︶
2
︵

。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
、
英
国
の
コ
ー
ポ
レ
ー

ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
規
範
の
よ
う
な
「co

m
p

ly o
r ex

p
lain

（
遵
守
せ
よ
、
さ
も
な
け
れ
ば
説
明
せ
よ
）
」
原
則
（
以
下
、
「
遵
守
あ
る
い
は
説

明
」
原
則
と
す
る
。
）
の
よ
う
な
規
律
が
機
能
し
う
る
と
指
摘
さ
れ
て
︶
3
︵

い
る
︶
4
︵

。
こ
の
よ
う
な
わ
が
国
の
立
法
動
向
に
関
連
し
て
、
今
後
の
わ
が
国

の
会
社
法
制
に
一
定
の
示
唆
を
得
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
、
金
融
危
機
以
後
の
英
国
に
お
け
る
非
業
務
執
行
取
締
役
の
独
立
性
を
中
心
と

し
て
再
考
し
、
英
国
に
お
け
る
規
範
（C

od
e

）
に
関
す
る
議
論
の
経
緯
を
追
い
な
が
ら
、
考
察
す
る
こ
と
を
本
稿
の
目
的
と
し
た
い
。

二　

金
融
危
機
以
後
の
議
論
の
経
緯

　

１　

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
関
す
る
検
証
と
規
範
の
動
向

　

英
国
の
会
社
に
お
け
る
非
業
務
執
行
取
締
役
の
役
割
は
、
お
そ
ら
く
一
九
世
紀
中
頃
の
非
常
勤
で
、
仕
事
の
な
い
、
（
義
務
か
ら
）
解
放
さ
れ

た
非
業
務
執
行
者
に
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
の
現
代
的
な
役
割
は
一
九
九
二
年
の
キ
ャ
ド
ベ
リ
ー
委
員
会
の
報
告
書
が
前
面
に
く
る

と
さ
︶
5
︵

れ
る
︶
6
︵

。
キ
ャ
ド
ベ
リ
ー
委
員
会
は
、
主
に
独
立
し
た
非
業
務
執
行
役
で
構
成
さ
れ
る
取
締
役
会
構
造
を
基
礎
と
す
る
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ

ナ
ン
ス
の
規
範
を
作
成
し
た
。
そ
の
独
立
し
た
非
業
務
執
行
取
締
役
は
、
特
に
監
査
、
報
酬
、
指
名
委
員
会
と
関
連
し
、
い
わ
ゆ
る
「
遵
守
あ
る

い
は
説
明
」
の
原
則
に
よ
っ
て
作
用
し
て
い
る
。
そ
の
後
数
年
に
渡
っ
て
、
様
々
な
報
告
が
な
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
財
務
報
告
評
議
会(F

R
C

)

の

権
限
で
、
キ
ャ
ド
ベ
リ
ー
報
告
に
よ
る
最
善
慣
行
規
範
（C

o
d

e o
f B

e
st P

racti

︶
7
︵

ce

）
を
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
関
す
る
統
合
規
範

（C
om

bin
ed

 C
od

e of C
orp

orate G
overn

an
ce, 

以
下
「
統
合
規
範
」
と
す
る
）
に
継
続
的
発
展
さ
せ
た
︶
8
︵

。
二
〇
〇
七
年
か
ら
二
〇
〇
八
年
に



英
国
に
お
け
る
非
業
務
執
行
取
締
役
の
「
独
立
性
」
の
再
考
―
金
融
危
機
以
後
の
議
論
の
経
緯
を
踏
ま
え
て
―

四
〇

か
け
て
の
金
融
危
機
に
影
響
を
う
け
て
、F

R
C

は
、
英
国
の
銀
行
と
そ
の
他
の
金
融
機
関
に
お
け
る
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
諸
問
題
に

関
す
る
ウ
ォ
ー
カ
ー
報
告
の
勧
告
を
考
慮
す
る
こ
と
で
︶
9
︵

、
統
合
規
範
の
内
容
と
全
体
的
な
効
果
を
再
検
証
し
た
︶
10
︵

。
そ
し
て
、F

R
C

は
二
〇
一
〇
年

六
月
に
、
英
国
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
規
範
（T

h
e U

K
 C

orp
orate G

overn
an

ce C
od

e,　

以
下
、
「
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
規

範
」
と
す
る
。
）
と
い
う
新
し
い
名
称
で
、
新
し
い
規
範
を
再
発
行
し
た
（
以
下
、
「
二
〇
一
〇
年
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
規
範
」
と
︶
11
︵

す

る
︶
12
︵

）
。
こ
の
規
範
の
更
な
る
改
定
は
、
二
〇
一
二
年
九
月
に
発
行
さ
れ
、
一
〇
月
よ
り
適
用
が
開
始
さ
れ
て
い
る
（
以
下
、
「
二
〇
一
二
年
コ
ー

ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
規
範
」
と
す
る
︶
13
︵

。
）
。

　

２　

金
融
危
機
へ
の
対
応
と
規
範
の
見
直
し

　

二
〇
〇
八
年
以
降
世
界
経
済
を
の
み
込
ん
だ
金
融
危
機
の
規
模
を
考
え
る
と
、
銀
行
シ
ス
テ
ム
に
安
定
性
を
も
た
ら
す
必
要
性
に
、
最
初
に
注

意
が
主
に
集
中
し
た
こ
と
は
、
驚
く
に
足
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
時
間
が
経
過
す
る
に
つ
れ
、
こ
の
危
機
の
別
の
側
面
に
、
焦
点
が
よ

り
は
っ
き
り
と
あ
い
、
そ
し
て
、
特
に
そ
の
注
目
に
値
す
る
も
の
は
、
多
く
の
金
融
機
関
に
渡
っ
た
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
失
敗
で
あ

る
と
さ
︶
14
︵

れ
た
︶
15
︵

。

　

ノ
ー
ザ
ン
・
ロ
ッ
ク
銀
行
、H

B
O

S

、
ロ
イ
ヤ
ル
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
銀
行
な
ど
の
よ
う
な
英
国
国
内
の
銀
行
業
の
債
務
不
履
行
者
と
そ
の
失
敗

を
み
る
と
、
す
べ
て
の
銀
行
に
は
、
業
務
執
行
取
締
役
と
非
業
務
執
行
取
締
役
の
義
務
的
な
混
合
物
で
あ
る
取
締
役
会
が
あ
り
、
報
酬
委
員
会
及

び
、
監
査
委
員
会
、
指
名
委
員
会
を
有
し
、
そ
れ
ら
の
銀
行
の
年
次
報
告
で
確
認
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
れ
ま
で
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ

ン
ス
に
関
す
る
規
範
に
従
っ
て
運
営
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
実
に
は
、
大
蔵
省
が
結
論
づ
け
た
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
銀
行
の
取
締
役
会

に
よ
る
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
は
、
取
締
役
会
が
特
に
企
業
の
危
機
管
理
プ
ロ
セ
ス
を
理
解
し
徹
底
調
査
す
る
際
に
、
広
範
囲
に
渡
っ
て
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四
一

失
敗
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
意
味
す
る
の
は
、
取
締
役
会
が
「
過
度
の
レ
バ
レ
ッ
ジ
と
リ
ス
ク
・
テ
イ
ク
（
危
険
引
受
）
、
大
口
資
金
へ

の
過
度
な
依
存
、
特
に
危
険
な
プ
ロ
ダ
ク
ト
・
ス
ト
リ
ー
ム
の
過
度
の
依
存
ま
た
は
買
収
に
関
す
る
経
営
決
定
力
の
不
足
」
か
ら
生
じ
て
い
る
前

例
の
な
い
損
失
の
責
任
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
さ
れ
た
︶
16
︵

。
加
え
て
、
欧
州
委
員
会
が
考
慮
し
た
の
は
、
「
そ
れ
ら
金
融
機
関
が
さ
ら
さ
れ

た
危
険
を
確
認
し
、
理
解
し
て
、
最
終
的
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
」
こ
と
へ
の
取
締
役
会
の
失
敗
が
、
危
機
の
起
源
の
中
心
に
あ
る
と
い
う
こ
と

を
指
摘
し
て
い
る
︶
17
︵

。

　

金
融
危
機
の
検
証
に
よ
っ
て
、
英
国
に
お
い
て
展
開
さ
れ
て
き
た
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
関
す
る
規
範
お
よ
び
そ
の
中
心
を
な
す
非
業
務
執
行
取
締
役

制
度
に
対
し
て
、
疑
問
が
生
じ
て
き
た
。
例
え
ば
、
金
融
サ
ー
ビ
ス
機
構
（F

S
A

）
の
た
め
、
銀
行
危
機
を
再
検
証
す
る
こ
と
で
、
知
識
不
足
に

よ
る
非
業
務
執
行
取
締
役
の
貢
献
に
つ
い
て
、
タ
ー
ナ
ー
（T

u
rn

er

）
卿
は
疑
い
を
抱
い
て
い
た
。
卿
に
よ
れ
ば
、
「
（
金
融
）
危
機
に
隠
れ
て

い
る
の
は
、
大
規
模
な
銀
行
グ
ル
ー
プ
の
極
端
な
複
雑
さ
と
、
リ
ス
ク
・
テ
イ
ク
の
す
べ
て
の
規
模
を
理
解
す
る
こ
と
が
、
非
業
務
執
行
取
締
役

に
一
般
的
に
求
め
ら
れ
る
時
間
内
に
す
る
に
は
、
困
難
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
︶
18
︵

」
。
加
え
て
、
デ
ー
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ウ
ォ
ー
カ
ー
卿
が
、
取
締
役
会
の

失
敗
の
規
模
に
つ
い
て
、
イ
ギ
リ
ス
政
府
の
た
め
に
こ
れ
ら
の
問
題
を
再
検
証
し
、
「
非
業
務
執
行
取
締
役
と
い
う
も
の
が
、
真
に
ガ
バ
ナ
ン
ス

に
貢
献
す
る
と
い
う
長
い
間
確
立
し
て
き
た
常
識
と
実
務
を
以
前
に
想
定
し
た
と
同
じ
ぐ
ら
い
現
実
的
で
あ
る
と
し
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
」
か

ど
う
か
に
つ
い
て
、
疑
義
を
い
た
だ
く
ほ
ど
の
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
︶
19
︵

。

　

さ
ら
に
、
こ
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
失
敗
は
主
に
金
融
部
門
に
限
定
さ
れ
る
も
の
だ
が
、
こ
の
議
論
は
、
公
開
会
社
一
般
に
お
け
る
コ
ー
ポ
レ
ー

ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
つ
い
て
考
慮
で
き
る
も
の
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
る
︶
20
︵

。
す
な
わ
ち
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
失
敗
は
、
異
な
る
外
観

で
あ
る
け
れ
ど
も
、
繰
り
返
さ
れ
る
傾
向
が
あ
り
、
そ
し
て
銀
行
と
他
の
法
人
の
間
の
よ
う
な
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
諸
問
題
は
、



英
国
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お
け
る
非
業
務
執
行
取
締
役
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独
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金
融
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後
の
議
論
の
経
緯
を
踏
ま
え
て
―

四
二

O
E

C
D

が
言
及
す
る
よ
う
に
︶
21
︵

、
銀
行
倒
産
時
に
発
生
す
る
損
失
と
シ
ス
テ
ミ
ッ
ク
リ
ス
ク
の
規
模
の
他
に
は
基
本
的
に
異
な
る
こ
と
は
な
い
の
で

あ
る
。
最
も
顕
著
な
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
失
敗
は
、
金
融
部
門
内
部
の
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
過
去
一
〇
年
で
は
、
米
国
で
は
、

エ
ン
ロ
ン
、
ワ
ー
ル
ド
コ
ム
と
タ
イ
コ
社
、
欧
州
で
は
パ
ル
マ
ラ
ッ
ト
社
（P
arm

alat

）
と
ア
ホ
ー
ル
ド
社
（A

h
old

）
と
い
う
商
業
部
門
に
お
け

る
失
敗
が
あ
り
、
マ
ル
コ
ー
ニ
社
とT

ran
sT

ec

社
の
よ
う
な
英
国
の
会
社
に
お
い
て
は
株
主
価
値
の
破
壊
を
も
伴
っ
て
い
る
。
︶
22
︵

会
社
の
破
綻
の
理

由
は
、
非
常
に
多
く
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
そ
し
て
、
い
く
つ
か
の
破
綻
は
、
詐
欺
的
行
為
、
あ
る
い
は
誤
っ
た
経
営
が
原
因
で
あ
り
、
時
と
し
て

不
正
会
計
あ
る
い
は
利
己
的
な
流
用
を
伴
う
が
、
し
か
し
、
共
通
の
特
徴
は
、
内
部
あ
る
い
は
外
部
に
か
か
わ
ら
ず
、
会
社
が
直
面
し
て
い
る
危

険
を
予
想
し
て
対
処
す
る
べ
き
取
締
役
会
の
任
務
の
懈
怠
に
あ
る
。
こ
れ
ら
の
度
重
な
る
失
敗
を
抑
止
す
る
た
め
の
我
々
の
明
白
な
無
力
さ
は
、

公
開
会
社
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
構
造
に
お
け
る
一
般
的
な
欠
点
を
示
し
て
い
る
︶
23
︵

。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
ウ
ォ
ー
カ
ー
報
告
及
び

F
R

C

、
欧
州
委
員
会
が
認
め
た
よ
う
に
、
銀
行
危
機
か
ら
学
ば
れ
る
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
教
訓
に
、
幅
広
い
ア
プ
ロ
ー
チ
が
と
ら
れ

る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
︶
24
︵

。
そ
の
中
で
も
、
金
融
危
機
か
ら
生
じ
た
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
問
題
を
扱
っ
た
ウ
ォ
ー
カ
ー
報
告
、F

R
C

の
検

証
及
び
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
規
範
の
改
定
、
そ
れ
ら
の
視
点
を
踏
ま
え
て
、
非
業
務
執
行
役
の
役
割
に
焦
点
を
絞
っ
て
さ
ら
に
検
討
し

て
い
く
。

　

３　

い
わ
ゆ
る
「
遵
守
あ
る
い
は
説
明
（com

ply or explain
）
」
原
則
に
よ
る
ガ
バ
ナ
ン
ス
諸
規
範
と
そ
の
問
題
点

　

制
定
法
で
あ
る
二
〇
〇
六
年
英
国
会
社
法
に
は
︶
25
︵

、
特
に
非
業
務
執
行
取
締
役
へ
の
規
定
は
含
ま
な
い
。
け
れ
ど
も
、
長
い
間
上
場
会
社
の
た
め

の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
構
造
に
と
っ
て
は
、
非
業
務
執
行
取
締
役
が
中
心
的
な
も
の
で
あ
っ
て
き
た
。
既
に
述
べ
た
と
お
り
、
英
国

の
会
社
で
の
非
業
務
執
行
取
締
役
の
現
代
的
な
役
割
は
、
一
九
九
二
年
の
キ
ャ
ド
ベ
リ
ー
委
員
会
の
報
告
及
び
当
該
委
員
会
に
よ
っ
て
勧
告
さ
れ
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た
最
善
慣
行
規
範
で
、
大
き
く
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
た
︶
26
︵

。
こ
の
規
範
へ
の
い
ろ
い
ろ
な
検
討
と
改
良
が
続
き
︶
27
︵

、
結
果
と
し
てF

R
C

の
管
轄
下
で

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
関
す
る
統
合
規
範
が
定
め
ら
れ
︶
28
︵

、
そ
こ
で
は
確
固
と
し
て
、
主
に
独
立
し
た
非
業
務
執
行
取
締
役
か
ら
構
成
さ

れ
る
、
特
に
主
要
な
（
監
査
、
報
酬
及
び
指
名
）
委
員
会
に
関
連
し
て
取
締
役
会
構
造
に
（
比
較
的
小
規
模
な
会
社
を
除
い
て
、
少
な
く
と
も
取

締
役
の
半
数
）
基
礎
を
お
い
た
規
範
で
あ
っ
た
し
、
そ
れ
が
維
持
さ
れ
て
い
る
︶
29
︵

。
取
締
役
会
が
、
取
締
役
の
判
断
に
（
例
え
ば
前
職
、
現
在
や
過

去
の
取
引
関
係
、
重
要
な
株
主
ま
た
は
他
の
家
族
と
の
関
係
、
会
社
に
対
す
る
個
人
の
利
益
の
よ
う
な
）
多
分
に
影
響
を
及
ぼ
し
そ
う
な
、
あ
る

い
は
影
響
を
及
ぼ
し
う
る
関
係
ま
た
は
状
況
が
存
在
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
非
業
務
執
行
取
締
役
が
特
質
と
判
断
に
お
い
て
独
立
し
て
い

る
と
仮
に
決
定
し
た
な
ら
ば
、
取
締
役
会
は
、
何
故
当
該
個
人
が
独
立
し
て
い
る
と
判
断
し
た
か
を
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
独
立
し
た
非

業
務
執
行
取
締
役
を
中
心
と
し
て
構
成
さ
れ
る
独
立
か
つ
分
離
さ
れ
た
委
員
会
に
対
す
る
こ
の
焦
点
は
、
自
己
取
引
に
関
連
す
る
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
、

主
に
取
締
役
と
関
連
し
た
政
党
が
関
係
し
て
い
る
不
正
会
計
へ
の
対
応
と
し
て
の
統
合
規
範
の
起
源
を
反
映
し
て
い
る
︶
30
︵

。
こ
の
規
範
は
、
い
わ
ゆ

る
「
遵
守
ま
た
は
説
明
」
原
則
に
基
づ
い
て
運
用
さ
れ
る
よ
う
に
上
場
規
則
に
よ
っ
て
、
上
場
企
業
が
そ
れ
を
遵
守
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
年
次

報
告
書
に
示
す
こ
と
、
遵
守
し
て
い
な
い
範
囲
を
説
明
す
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
て
き
た
︶
31
︵

。
ま
た
、
こ
の
こ
と
は
英
国
だ
け
で
な
く
、
二
〇
〇
二

年
に
欧
州
委
員
会
が
委
託
し
た
報
告
で
は
、
ほ
と
ん
ど
の
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
が
、
英
国
と
非
常
に
類
似
し
た
「
遵
守
ま
た
は
説
明
」
規
範
を
有
し
て
い

る
こ
と
︶
32
︵

、
そ
し
て
ガ
バ
ナ
ン
ス
へ
の
こ
の
一
般
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
非
業
務
執
行
取
締
役
の
役
割
に
つ
い
て
二
〇
〇
五
年
の
勧
告
で
欧
州
委
員

会
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
た
︶
33
︵

。
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
のO

E
C

D

原
則
は
、
一
九
九
九
年
に
最
初
に
採
択
さ
れ
て
い
る
が
、
類
似
の
効
果
が

あ
る
と
さ
れ
て
い
る
︶
34
︵

。
こ
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
の
十
分
な
普
遍
性
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
業
務
執
行
取
締
役
お
よ
び
上
級
管
理
職
に
精
力
的
に
説

明
を
求
め
る
独
立
し
た
非
業
務
執
行
取
締
役
か
ら
生
じ
た
高
い
期
待
は
、
ま
だ
現
実
と
決
し
て
マ
ッ
チ
し
て
い
な
い
し
、
こ
れ
は
、
今
回
の
危
機



英
国
に
お
け
る
非
業
務
執
行
取
締
役
の
「
独
立
性
」
の
再
考
―
金
融
危
機
以
後
の
議
論
の
経
緯
を
踏
ま
え
て
―

四
四

の
ず
っ
と
前
に
、
真
実
だ
っ
た
︶
35
︵

。
そ
し
て
、
現
実
的
な
状
況
は
、
非
業
務
執
行
取
締
役
が
、
仲
間
の
業
務
執
行
取
締
役
と
と
も
に
居
心
地
の
良
い

志
を
同
じ
く
す
る
非
業
務
執
行
取
締
役
か
ら
な
る
取
締
役
会
に
、
長
く
任
用
さ
れ
、
良
い
報
酬
を
え
る
こ
と
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
最
初
に
、
こ

の
結
果
の
理
由
と
し
て
は
、
透
明
性
と
ヘ
ッ
ド
ハ
ン
タ
ー
と
指
名
委
員
会
の
利
用
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
志
の
人
々
が
取
締
役
会
に
任
じ
ら
れ
る

傾
向
が
あ
り
、
そ
し
て
、
そ
の
ま
さ
し
く
好
み
が
同
じ
で
あ
る
こ
と
が
「
集
団
思
考
」
に
屈
す
る
傾
向
を
意
味
す
る
︶
36
︵

。
第
二
に
、
考
慮
す
べ
き
は

在
職
期
間
と
報
酬
の
問
題
で
あ
る
。
非
業
務
執
行
取
締
役
は
、
説
明
が
必
要
と
さ
れ
る
取
締
役
会
に
お
け
る
継
続
的
な
関
与
と
な
る
ま
で
に
は
、

三
回
の
連
続
し
た
三
年
任
期
（
い
わ
ゆ
る
九
年
ル
ー
ル
）
就
任
す
る
こ
と
を
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
方
で
、
報
酬
は
非
業
務
執
行
取
締
役

に
関
し
て
追
加
的
職
務
を
も
た
ら
し
た
統
合
規
範
の
各
検
証
と
し
て
長
年
大
幅
に
増
大
し
て
き
た
。
現
在
、F

T
S

E
 100

の
会
社
に
お
け
る
非
業
務

執
行
取
締
役
の
平
均
的
報
酬
は
、£

62,000
で
あ
り
、
委
員
会
構
成
員
と
し
て
の
追
加
的
支
払
が
あ
る
︶
37
︵

。
こ
の
よ
う
な
状
況
で
は
、
九
年
間
の
契
約

は
維
持
さ
れ
る
べ
き
、
失
う
べ
き
で
な
い
有
利
な
パ
ッ
ケ
ー
ジ
に
な
り
、
そ
の
結
果
、
波
風
を
立
て
る
誘
因
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
え
る
︶
38
︵

。
こ
れ

ら
の
要
因
、
長
い
任
期
、
お
金
、
地
位
す
べ
て
が
、
非
業
務
執
行
取
締
役
の
主
た
る
特
質
、
す
な
わ
ち
独
立
性
と
説
明
を
要
求
す
る
異
議

（ch
allen

ge

）
へ
の
意
欲
を
い
つ
の
ま
に
か
害
す
る
よ
う
に
実
際
に
は
働
い
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
︶
39
︵

。

　

そ
し
て
、
こ
の
金
融
危
機
を
踏
ま
え
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
規
範
へ
の
改
定
に
つ
な
が
っ
た
。
金
融
危
機
の
要
因
と
し
て
取
締
役
会

の
失
敗
と
い
う
明
白
な
証
拠
は
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
統
合
規
範
に
関
し
て
権
限
を
有
す
るF

R
C

に
よ
る
だ
け
で
な
く
ウ
ォ
ー
カ
ー
卿
に
よ
る

も
の
を
含
め
て
、
突
然
の
検
証
を
生
み
出
し
た
こ
と
は
︶
40
︵

、
予
想
の
範
囲
内
で
あ
る
。F

R
C

と
ウ
ォ
ー
カ
ー
報
告
の
検
証
は
互
い
に
独
立
し
て
進
行

し
た
。
す
べ
て
の
会
社
に
関
連
す
る
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
関
す
る
よ
り
幅
広
い
面
に
対
す
る
責
任
を
負
っ
て
い
るF

R
C

と
共
に
、
一

方
で
ウ
ォ
ー
カ
ー
報
告
は
銀
行
と
他
の
金
融
機
関
に
焦
点
を
合
わ
せ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
報
告
は
、
密
接
に
関
連
し
て
い
た
︶
41
︵

。
本
稿
の
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四
五

視
点
か
ら
、
こ
れ
ら
の
検
証
に
お
い
て
多
く
扱
わ
れ
た
主
要
な
問
題
の
う
ち
、
非
業
務
執
行
取
締
役
の
責
務
と
取
締
役
会
の
バ
ラ
ン
ス
と
構
成
に

絞
っ
て
み
る
。

　

最
初
にF

R
C

は
、
二
〇
〇
九
年
三
月
に
統
合
規
範
の
内
容
、
適
用
性
及
び
全
体
的
な
効
果
に
関
し
て
の
検
証
を
求
め
た
︶
42
︵

。
そ
の
後
、
二
〇
〇
九

年
七
月
の
経
過
報
告
が
続
い
た
が
、
そ
こ
で
は
、
そ
れ
ま
で
に
生
じ
て
い
た
他
の
問
題
の
広
い
範
囲
に
つ
い
て
意
見
を
求
め
た
︶
43
︵

。
ま
た
、
ウ
ォ
ー

カ
ー
卿
に
よ
る
最
初
の
諮
問
書
の
公
表
の
結
果
と
し
て
、
部
分
的
に
二
〇
〇
九
年
七
月
に
同
様
に
続
い
た
︶
44
︵

。
二
〇
〇
九
年
一
一
月
に
ウ
ォ
ー
カ
ー

卿
は
最
終
報
告
を
行
い
︶
45
︵

、
そ
し
て
そ
の
勧
告
の
ほ
と
ん
ど
の
実
施
は
、F

R
C

（
例
え
ば
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
規
範
の
改
定
を
通
じ

て
）
あ
る
い
はF

S
A

（
金
融
サ
ー
ビ
ス
機
構
）
（
監
督
手
続
と
ア
プ
ロ
ー
チ
の
変
更
を
通
じ
て
）
の
権
限
と
な
っ
た
︶
46
︵

。
ウ
ォ
ー
カ
ー
報
告
の
影
響

は
、
金
融
機
関
に
お
け
る
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
関
す
る
欧
州
委
員
会
の
グ
リ
ー
ン
ペ
ー
パ
ー
の
中
に
も
︶
47
︵

、
あ
き
ら
か
に
見
て
取
れ
、
そ

の
報
告
は
、
二
〇
一
〇
年
六
月
に
発
行
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
報
告
は
、
過
度
に
ウ
ォ
ー
カ
ー
報
告
に
依
拠
し
、
そ
れ
ゆ
え
に
少
な
く
て

も
ウ
ォ
ー
カ
ー
報
告
の
勧
告
の
い
く
つ
か
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
措
置
に
そ
の
方
法
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。F

R
C

は
、
二
〇
〇
九
年
一
二
月
の

最
終
報
告
で
検
証
を
結
論
付
け
、
統
合
規
範
の
必
要
的
な
改
定
を
諮
問
し
た
︶
48
︵

。
二
〇
一
〇
年
六
月
に
、F

R
C

は
統
合
規
範
の
再
発
行
の
た
め
の
検

証
手
続
き
を
完
了
し
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
現
在
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
規
範
（th

e U
K

 C
orp

orate G
overn

an
ce C

od
e

）
と
名

称
を
改
め
た
の
で
あ
る
︶
49
︵

。
こ
の
議
論
の
範
囲
で
、
一
連
の
こ
れ
ら
検
証
の
結
果
採
用
さ
れ
た
二
〇
一
〇
年
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
規
範
に

お
け
る
諸
原
則
（P

rin
cip

les

）
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
会
長
（C

h
airm

an

）
に
つ
い
て
、
「
会
長
は
、
取
締
役
会
の
統
率
及
び
取

締
役
会
の
役
割
の
す
べ
て
の
面
に
関
し
て
そ
の
効
果
を
確
実
に
す
る
こ
と
に
責
任
を
負
う
︶
50
︵

」
。
非
業
務
執
行
取
締
役
（N

o
n

-e
x

e
c

u
tiv

e 

D
irector

）
に
つ
い
て
、
「
単
一
の
取
締
役
会
の
一
員
と
し
て
の
役
割
の
一
部
と
し
て
、
非
業
務
執
行
取
締
役
は
、
建
設
的
な
異
議
と
戦
略
的
な



英
国
に
お
け
る
非
業
務
執
行
取
締
役
の
「
独
立
性
」
の
再
考
―
金
融
危
機
以
後
の
議
論
の
経
緯
を
踏
ま
え
て
―

四
六

提
案
を
展
開
す
る
の
を
支
援
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︶
51
︵

」
。
有
効
性
（E

ffectiven
ess

）
と
し
て
、
「
取
締
役
会
と
そ
の
委
員
会
は
、
そ
れ
が
有
効

に
義
務
と
責
務
を
果
た
す
の
を
確
実
に
す
る
た
め
、
技
能
、
経
験
、
独
立
性
及
び
会
社
に
つ
い
て
の
知
識
の
適
切
な
バ
ラ
ン
ス
を
有
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
︶
52
︵

」
。
参
加
（C

om
m

itm
en

t

）
と
し
て
の
時
間
（T

im
e

）
に
つ
い
て
、
「
す
べ
て
の
取
締
役
は
、
み
ず
か
ら
の
責
務
を
有
効
に
果
た
し

う
る
十
分
な
時
間
を
割
り
当
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
規
定
さ
れ
た
︶
53
︵

。

　

統
合
規
範
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
対
処
の
ほ
と
ん
ど
は
既
に
あ
っ
た
こ
と
か
ら
す
る
と
︶
54
︵

、
急
進
的
で
あ
る
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
微
妙
な
違
い

の
あ
る
変
更
で
あ
る
。
主
要
な
原
則
と
し
て
の
規
範
条
項
の
一
定
程
度
の
書
き
直
し
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
対
応
が
困
難
な
も
の
で
あ
っ
た

と
し
て
も
、
あ
る
程
度
限
定
さ
れ
た
シ
グ
ナ
ル
効
果
を
も
つ
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
一
般
的
に
は
変
化
は
比
較
的
重
要
な
も
の
で
は
な
い
と
さ
れ

る
。
︶
55
︵

　

非
業
務
執
行
者
の
時
間
的
な
関
与
と
い
う
よ
う
な
基
礎
的
な
問
題
に
さ
え
、F

R
C

は
、
取
締
役
が
そ
の
責
務
を
有
効
に
果
た
し
う
る
た
め
に
会

社
に
十
分
な
時
間
を
割
り
当
て
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
述
べ
る
よ
り
規
範
的
な
も
の
に
す
る
こ
と
に
は
し
た
が
ら
な
か
っ
た
の
で

あ
る
︶
56
︵

。
そ
う
だ
と
し
て
も
、
「
勤
勉
（d

iligen
ce

）
」
と
い
う
義
務
は
、
二
〇
〇
六
年
会
社
法
一
七
四
条
の
も
と
で
︶
57
︵

、
法
的
な
要
件
で
あ
る
と
さ

れ
て
い
る
。
ウ
ォ
ー
カ
ー
報
告
で
は
、F

R
C

に
比
べ
る
と
、
わ
ず
か
に
銀
行
や
そ
の
他
の
金
融
機
関
に
対
し
て
規
範
的
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
、
こ

の
勧
告
はF

T
S

E
100 

に
上
場
さ
れ
た
銀
行
あ
る
い
は
生
命
保
険
会
社
は
、
非
業
務
執
行
取
締
役
の
全
体
に
わ
た
っ
て
の
参
加
が
過
去
の
通
常
の
場

合
よ
り
も
よ
り
広
範
囲
に
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
取
締
役
会
に
お
け
る
数
人
の
非
業
務
執
行
取
締
役
は
、
大
手
銀
行
の
取
締
役
会
の
三
〇
～
三
六

日
の
最
小
限
の
期
待
さ
れ
る
時
間
的
関
与
を
、
選
任
通
知
書
に
お
い
て
、
明
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
︶
58
︵

。

　

ま
た
、
驚
く
べ
き
こ
と
に
、
欧
州
委
員
会
の
グ
リ
ー
ン
ペ
ー
パ
ー
に
お
い
て
、
金
融
機
関
の
複
雑
さ
が
増
大
し
た
こ
と
を
考
慮
し
て
、
制
限
を
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四
七

お
く
べ
き
で
あ
る
か
ど
う
か
を
、
求
め
て
い
る
に
も
に
も
か
か
わ
ら
ず
、F

R
C

も
ウ
ォ
ー
カ
ー
報
告
の
い
ず
れ
も
が
、
非
業
務
執
行
職
の
数
の
問

題
に
対
処
し
な
か
っ
た
︶
59
︵

。
す
な
わ
ち
、
そ
の
問
題
は
、
一
人
個
人
が
持
つ
こ
と
が
許
さ
れ
る
べ
き
数
で
あ
る
︶
60
︵

。
よ
り
急
進
的
に
、
例
え
ば
、
い
く

つ
か
の
非
業
務
執
行
取
締
役
職
が
、
大
規
模
で
複
雑
な
公
開
会
社
の
監
査
委
員
会
の
議
長
を
務
め
る
非
常
勤
取
締
役
や
、
あ
る
い
は
石
油
会
社
の

安
全
委
員
会
の
構
成
員
で
あ
る
非
常
勤
取
締
役
が
︶
61
︵

、
実
質
的
に
常
勤
職
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
か
ど
う
か
に
つ
い
て
︶
62
︵

、
ほ
と
ん
ど

重
大
な
考
慮
は
、
は
ら
わ
れ
な
か
っ
た
︶
63
︵

。

　

全
体
的
に
み
れ
ば
、
問
題
は
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
規
範
へ
の
こ
れ
ら
の
限
定
的
変
化
が
、
ウ
ォ
ー
カ
ー
報
告
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ

た
中
心
的
な
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
問
題
に
つ
い
て
、
そ
の
対
処
が
効
果
的
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
非
業
務
執
行
取
締

役
か
ら
の
説
明
を
求
め
る
と
い
う
異
議
の
欠
如
お
よ
び
そ
の
不
活
動
で
あ
る
。
こ
の
ウ
ォ
ー
カ
ー
報
告
に
よ
る
な
ら
ば
、
本
来
「
大
き
な
問
題
に

関
す
る
取
締
役
会
の
議
論
の
順
序
は
、
業
務
執
行
者
に
よ
る
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
、
（
非
業
務
執
行
者
が
業
務
執
行
者
に
対
し
て
異
議
に
よ
っ

て
）
説
明
を
求
め
る
こ
と
に
よ
り
、
（
そ
の
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
は
）
鍛
え
ら
れ
、
採
用
さ
れ
る
べ
き
方
針
あ
る
い
は
戦
略
の
決
定
が
な
さ
れ
、

そ
の
後
、
そ
れ
を
実
施
す
る
た
め
の
業
務
執
行
者
へ
の
完
全
な
権
限
移
譲
と
な
る
。
そ
し
て
、
こ
の
一
連
の
流
れ
に
お
け
る
必
須
の
「
異
議
」

（
と
い
う
説
明
を
求
め
る
）
ス
テ
ッ
プ
は
、
多
く
の
取
締
役
の
状
況
に
お
い
て
見
落
と
さ
れ
た
て
き
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
り
、
将
来
の
た
め
に
疑

い
の
余
地
な
く
明
ら
か
に
認
め
ら
れ
、
深
く
留
め
る
べ
き
必
要
が
あ
る
︶
64
︵

」
（
括
弧
追
加
）
。
こ
の
よ
う
に
、
非
業
務
執
行
取
締
役
の
果
た
す
べ
き

機
能
が
十
分
に
機
能
し
な
か
っ
た
、
不
全
が
危
機
の
一
つ
の
要
因
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

三　

「
独
立
性
」
を
め
ぐ
る
議
論
の
変
化
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四
八

　

１　

非
業
務
執
行
取
締
役
の
異
議
に
よ
る
説
明
の
要
求
と
そ
の
適
格
性
の
必
要
性

　

取
締
役
会
に
お
い
て
非
業
務
執
行
取
締
役
が
、
業
務
執
行
取
締
役
に
対
し
て
異
議
に
よ
る
説
明
を
要
求
す
る
こ
と
は
、
特
に
、
そ
の
議
論
さ
れ

て
い
る
争
点
の
十
分
な
理
解
な
し
に
は
困
難
で
あ
り
、
そ
し
て
ウ
ォ
ー
カ
ー
報
告
が
表
明
し
た
失
望
は
、
非
業
務
執
行
取
締
役
に
よ
っ
て
示
さ
れ

た
銀
行
業
に
つ
い
て
の
知
識
の
不
足
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
で
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
へ
の
効
果
的
貢
献
を
す
る
こ
と
を
自
ら
困
難
に
し
た
の
で
あ
る
と

指
摘
さ
れ
る
︶
65
︵

。
会
社
の
業
務
に
つ
い
て
の
深
い
知
見
な
く
し
て
、
報
告
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
業
務
執
行
者
を
詳
細
に
徹
底
調
査
す
る
ど

こ
ろ
か
、
し
ば
し
ば
問
題
を
明
瞭
に
表
現
す
る
こ
と
さ
え
不
可
能
で
あ
る
︶
66
︵

。　

ウ
ォ
ー
カ
ー
報
告
が
非
常
に
強
く
強
調
す
る
の
は
、
大
手
銀
行
と

他
の
金
融
機
関
で
、
鍵
に
な
る
の
は
、
機
能
的
な
独
立
性
よ
り
も
む
し
ろ
経
営
の
マ
イ
ン
ド
、
ス
ピ
リ
ッ
ト
、
特
色
と
判
断
の
独
立
性
と
共
に
、

知
識
や
そ
の
業
界
の
経
験
及
び
知
見
で
あ
る
と
す
る
︶
67
︵

。
十
分
な
知
識
を
も
た
な
い
非
業
務
執
行
者
（
金
融
セ
ク
タ
ー
に
限
ら
れ
な
い
懸
念
︶
68
︵

）
に
対

す
る
そ
れ
ら
の
懸
念
に
照
ら
し
て
み
れ
ば
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
規
範
の
新
し
いP

rin
cip

le B
.1

は
、
取
締
役
が
会
社
に
つ
い
て
の
知

識
を
も
つ
必
要
性
を
強
調
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
二
〇
〇
八
年
統
合
規
範
か
ら
の
変
更
で
あ
り
、
そ
し
て
、
こ
の
規
範
で
は
、P

rin
cip

le A
.3

に

お
い
て
、
取
締
役
会
は
、
事
業
に
必
要
で
ふ
さ
わ
し
い
技
能
と
経
験
の
バ
ラ
ン
ス
を
求
め
て
お
り
、
補
助
的
にp

rin
cip

le A
.3.1

に
お
い
て
、
独
立

性
に
関
す
る
広
範
囲
な
要
件
を
定
め
て
い
た
が
、
し
か
し
な
が
ら
会
社
の
知
見
に
特
に
言
及
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
第
一
読
会
で
は
、
こ
の
書

き
直
さ
れ
たp

rin
cip

le B
.1

が
、
単
に
非
業
務
執
行
取
締
役
は
会
社
の
事
業
に
つ
い
て
の
知
識
を
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
暗
黙
の
要
件

を
、
明
示
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
立
案
の
見
落
と
し
を
単
に
訂
正
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
よ
う
に
、
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
︶
69
︵

。
非
常
に
自
明
で
あ

る
こ
と
を
述
べ
る
こ
と
は
不
必
要
で
あ
り
、
そ
し
て
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
取
締
役
は
、
取
締
役
と
し
て
自
ら
の
任
務
を
履
行
す
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
す
る
限
り
に
お
い
て
、
会
社
の
事
業
に
つ
い
て
の
十
分
な
知
識
と
理
解
を
法
律
上
の
義
務
の
下
に
持
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
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四
九

が
同
様
に
議
論
さ
れ
う
る
︶
70
︵
。
し
か
し
、P

rin
cip

le B
.1

に
お
け
る
変
化
の
重
要
性
は
、
統
合
規
範
の
改
訂
に
つ
い
て
のF

R
C

の
最
終
報
告
で
明
白

に
な
っ
た
︶
71
︵

。
そ
の
中
で
は
、
「
（
独
立
性
に
関
し
て
、
二
〇
〇
八
年
規
範 S

ection
 A

.3

の
）
立
案
は
、
独
立
性
が
取
締
役
会
の
構
成
及
び
そ
の
中

に
隠
れ
た
個
々
の
取
締
役
の
長
所
を
評
価
す
る
際
し
て
、
主
要
な
考
慮
点
で
あ
っ
た
と
い
う
会
社
と
投
資
家
の
間
に
お
け
る
認
識
を
促
し
て
き
た

の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
は
意
図
し
た
も
の
で
は
な
く
、
優
先
さ
れ
る
べ
き
考
慮
点
は
、
取
締
役
会
が
合
目
的
的
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
べ
き
で

あ
る
」
（
傍
線
追
加
）
。
︶
72
︵

　

２　

非
業
務
執
行
取
締
役
の
「
適
格
性
（com

petence

）
」
と
「
独
立
性
」
の
要
件

　

こ
の
重
要
な
説
明
は
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
規
範
で
は
な
くF

R
C

報
告
で
な
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
議
論
の
余
地
が
あ
る
の
は
、
こ
の

主
要
な
変
化
が
、
そ
れ
が
確
実
な
も
の
と
し
て
、
独
立
性
に
関
し
て
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
規
範
のC

o
d

e P
ro

visio
n

s B
.1

.1

と

B
.1.2.

で
の
連
続
し
た
強
調
と
並
ぶ
よ
う
な
、
特
にP

rin
cip

le B
.1.

と
同
様
に
、
明
確
な
サ
イ
ン
が
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
上
述
の
よ
う
に
、
独
立

性
に
関
す
る
統
合
規
範
の
焦
点
は
、
そ
の
規
範
の
起
源
を
反
映
し
て
い
る
の
だ
が
、
し
か
し
、
そ
れ
は
非
業
務
執
行
取
締
役
の
主
要
な
要
件
で
あ

る 

―
適
格
性
（com

p
eten

ce

）
―
か
ら
離
れ
て
、
注
意
を
そ
ら
す
不
幸
な
影
響
が
あ
っ
た
。
実
際
、
監
査
委
員
会
で
欠
か
せ
な
い
も
の
で
あ
る

の
が
、
会
計
の
知
見
と
専
門
性
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
の
は
、
漸
く
エ
ン
ロ
ン
事
件
後
に
至
っ
て
か
ら
だ
っ
た
︶
73
︵

。F
R

C

報
告
が
明
ら
か
に
し
た
よ

う
に
、
現
在
、
適
格
性
と
し
て
の
能
力
が
必
要
で
あ
れ
ば
、
独
立
性
に
対
す
る
懸
念
に
優
先
し
な
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
図
し
、
そ
し

て
、
こ
れ
は
、
取
締
役
会
に
と
っ
て
、
そ
の
指
名
に
よ
っ
て
、
お
よ
び
選
任
し
よ
う
と
す
る
者
の
両
方
と
も
に
集
中
す
る
べ
き
必
要
が
あ
る
。
こ

れ
は
、
重
要
視
さ
れ
る
べ
き
変
化
で
あ
っ
た
︶
74
︵

。F
R

C

と
ウ
ォ
ー
カ
ー
報
告
が
共
に
確
信
す
る
の
は
、
専
門
知
識
が
特
定
の
指
名
に
関
し
て
独
立
性

に
優
先
す
る
場
合
、
株
主
は
、
会
社
の
説
明
を
聞
き
受
け
入
れ
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︶
75
︵

。
重
要
視
す
べ
き
こ
の
変
化
に
よ
り
、
実
際
問
題
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五
〇

と
し
て
、
ど
の
よ
う
に
し
て
こ
の
適
格
性
の
問
題
に
関
し
て
再
保
障
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︶
76
︵

。

四　

金
融
危
機
以
後
に
お
け
る
非
業
務
執
行
取
締
役
の
役
割

　

１　

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
規
範
に
お
け
る
非
業
務
執
行
取
締
役

　

以
上
の
よ
う
な
金
融
危
機
以
後
の
議
論
を
経
て
改
定
さ
れ
た
二
〇
一
二
年
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
規
範
に
お
い
て
も
同
様
に
、
以
下
の

よ
う
な
規
範
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
非
業
務
執
行
取
締
役
は
、
会
長
を
除
い
て
、
少
な
く
と
も
取
締
役
会
の
半
分
は
、
独
立
し
た
非
業
務
執
行
取

締
役
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
一
方
（F

T
S

E
 350

よ
り
下
の
）
比
較
的
規
模
の
小
さ
い
会
社
は
少
な
く
と
も
二
人
の
独
立
し
た
非
業
務
執
行
取
締
役

を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︶
77
︵

。
ま
た
、
上
級
独
立
取
締
役
（T

h
e sen

ior in
d

ep
en

d
en

t d
irector

）
と
し
て
、
取
締
役
会
は
、
独
立
の
非
業
務
執

行
取
締
役
の
う
ち
一
人
を
会
社
の
上
級
独
立
取
締
役
と
し
て
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
そ
の
も
の
の
役
割
は
、
必
要
な
場
合
に
、
会
長
に
相

談
役
（
調
査
委
員
会
）
提
供
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
他
の
取
締
役
の
た
め
の
仲
介
者
と
な
る
た
め
で
あ
る
︶
78
︵

。
こ
の
上
級
取
締
役
は
、
少
な
く

と
も
年
度
ご
と
に
、
か
つ
別
の
適
切
な
場
合
に
、
会
長
の
業
績
を
評
価
す
る
た
め
に
、
現
在
の
会
長
を
同
席
せ
ず
に
会
談
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︶
79
︵

。

同
様
に
、
通
常
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
（
例
え
ば
、
会
長
や
最
高
経
営
責
任
者
、
あ
る
い
は
別
の
業
務
執
行
取
締
役
）
を
通
し
て
解
決
で
き
な
い
株
主
の

問
題
が
あ
る
な
ら
ば
、
あ
る
い
は
こ
の
よ
う
な
接
触
が
相
応
し
く
な
い
な
ら
ば
、
上
級
独
立
取
締
役
を
、
株
主
は
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
︶
80
︵

。

上
級
の
独
立
取
締
役
は
、
主
要
な
株
主
た
ち
の
問
題
と
懸
念
を
認
識
す
る
た
め
に
、
そ
れ
ら
の
主
要
な
株
主
ら
と
の
十
分
な
会
談
に
出
席
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
︶
81
︵

。
最
初
は
、
こ
の
よ
う
な
上
級
取
締
役
に
割
り
当
て
ら
れ
た
役
割
は
、
単
一
の
取
締
役
会
を
潜
在
的
に
分
断
さ
せ
る
も
の
と
し
て

批
判
さ
れ
た
が
、
し
か
し
そ
の
よ
う
に
は
展
開
せ
ず
、
金
融
危
機
は
、
取
締
役
会
内
部
に
お
い
て
可
能
な
指
導
的
な
能
力
を
最
大
化
す
る
必
要
性
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を
強
調
さ
せ
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
︶
82
︵

。
同
様
に
、F

R
C

の
指
針
は
、
取
締
役
会
が
緊
迫
時
に
あ
る
場
合
の
問
題
の
解
決
に
関
し
て
上
級
の
独
立
取

締
役
の
役
割
を
強
調
し
て
い
る
︶
83
︵

。

　

２　

同
規
範
に
お
け
る
非
業
務
執
行
取
締
役
の
「
独
立
性
」

　

年
次
報
告
書
に
お
い
て
、
取
締
役
会
に
よ
っ
て
独
立
性
が
あ
る
と
み
な
さ
れ
た
個
々
の
非
業
務
執
行
取
締
役
を
特
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
特

性
と
判
断
に
お
い
て
当
該
取
締
役
が
独
立
性
の
是
非
、
取
締
役
の
判
断
に
影
響
を
与
え
る
お
そ
れ
が
あ
る
、
乃
至
は
影
響
を
及
ぼ
し
う
る
関
係
性

や
状
況
の
有
無
を
、
取
締
役
会
が
、
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︶
84
︵

。
取
締
役
会
が
、
当
該
取
締
役
が
下
記
の
よ
う
な
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
決
定

に
関
連
が
あ
ら
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
関
係
性
や
状
況
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
取
締
役
が
独
立
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
当
該
理
由
を

述
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
︶
85
︵

。
当
該
取
締
役
が
、
以
下
に
該
当
す
る
場
合
で
あ
る
。

・
五
年
以
内
に
会
社
や
そ
の
グ
ル
ー
プ
の
被
用
者
で
あ
っ
た
こ
と

・
三
年
以
内
に
会
社
と
、
直
接
的
に
具
体
的
取
引
関
係
が
あ
る
こ
と
、
あ
る
い
は
、
会
社
と
具
体
的
取
引
関
係
が
あ
る
団
体
の
パ
ー
ト
ナ
ー
、
株

主
、
取
締
役
あ
る
い
は
上
級
被
用
者
と
し
て
当
該
関
係
に
あ
る
こ
と

・
取
締
役
の
報
酬
（fee

）
と
は
区
別
さ
れ
た
会
社
か
ら
の
付
加
的
報
酬
を
受
け
取
り
、
あ
る
い
は
受
け
取
っ
て
い
た
こ
と
、
会
社
の
新
株
予
約
権

や
、
業
績
連
動
型
の
報
酬
支
払
ス
キ
ー
ム
、
会
社
年
金
制
度
へ
の
参
加
が
あ
る
こ
と

・
会
社
顧
問
、
取
締
役
あ
る
い
は
被
用
者
と
の
密
接
な
家
族
関
係

・
ク
ロ
ス
役
員
職
で
あ
る
こ
と
、
あ
る
い
は
他
の
会
社
あ
る
い
は
団
体
に
お
け
る
関
係
を
通
じ
た
重
大
な
関
連
性
が
あ
る
こ
と

・
主
要
な
株
主
を
代
表
す
る
こ
と



英
国
に
お
け
る
非
業
務
執
行
取
締
役
の
「
独
立
性
」
の
再
考
―
金
融
危
機
以
後
の
議
論
の
経
緯
を
踏
ま
え
て
―

五
二

・
最
初
の
選
任
の
日
か
ら
九
年
以
上
当
該
取
締
役
会
に
従
事
し
て
い
る
こ
と
。

　

３　

同
規
範
に
お
け
る
非
業
務
執
行
取
締
役
の
選
任

　

非
業
務
執
行
取
締
役
は
、
（
す
べ
て
の
取
締
役
が
そ
う
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
）
登
記
さ
れ
た
事
務
所
お
よ
び
年
次
総
会
に
お
い
て
調

査
可
能
な
選
任
の
条
件
を
満
た
し
た
正
式
な
手
続
に
よ
っ
て
選
任
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︶
86
︵

。
非
業
務
執
行
取
締
役
は
、
再
任
を
前
提
と
し
た
特

定
の
期
間
選
任
さ
れ
る
（F

T
S

E
350

の
会
社
の
取
締
役
の
場
合
年
度
ご
と
に
︶
87
︵

）
。
六
年
を
超
え
る
期
間
の
再
任
の
提
案
は
、
厳
格
に
再
審
査
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︶
88
︵

。
九
年
以
上
任
用
さ
れ
た
非
業
務
執
行
取
締
役
は
年
度
ご
と
の
再
任
を
条
件
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
す
で
に

従
っ
て
い
な
く
て
も
、F

T
S

E
350

の
会
社
の
取
締
役
で
あ
れ
ば
、
取
締
役
会
は
年
次
報
告
書
に
お
い
て
当
該
取
締
役
が
い
ま
だ
独
立
性
が
あ
る
と

信
じ
う
る
理
由
を
述
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
︶
89
︵

。
同
規
範
は
、
大
部
分
が
市
場
コ
ン
セ
ン
サ
ス
の
反
映
で
あ
る
こ
と
を
思
い
出
さ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
、
そ
し
て
そ
の
支
持
を
失
う
危
険
を
冒
す
こ
と
な
く
、
よ
り
規
範
的
で
あ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
し
か
し
こ
れ
ら
の
問
題
の
い
く

つ
か
に
お
い
て
は
、
顕
著
に
緩
い
も
の
で
あ
る
。
九
年
以
上
任
用
さ
れ
た
者
が
独
立
し
て
い
る
こ
と
を
み
な
し
う
る
、
あ
る
い
は
み
な
す
と
す
べ

き
で
あ
る
と
い
う
こ
を
信
用
す
る
こ
と
は
困
難
と
い
え
よ
う
。
そ
の
よ
う
な
段
階
で
は
業
務
執
行
チ
ー
ム
と
同
じ
に
な
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
は
避

け
が
た
い
も
の
と
思
わ
れ
る
︶
90
︵

。
上
述
の
よ
う
に
、
関
連
す
る
問
題
と
し
て
は
、
非
業
務
執
行
取
締
役
が
、
も
し
個
々
が
多
く
の
非
業
務
執
行
の
役

職
を
も
つ
な
ら
ば
、
そ
の
地
位
に
十
分
な
時
間
を
専
念
で
き
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
市
場
の
セ
ン
チ
メ
ン
ト
（
地
合
い
）

を
反
映
し
て
、F

R
C

は
非
業
務
執
行
取
締
役
が
担
う
他
の
地
位
の
数
の
制
限
を
も
う
け
る
つ
も
り
は
な
か
っ
た
。
同
規
範
は
、
非
業
務
執
行
取
締

役
に
、
そ
の
他
の
受
任
を
開
示
す
る
こ
と
と
、
自
ら
に
期
待
さ
れ
て
い
る
も
の
を
引
き
受
け
る
に
十
分
な
時
間
を
も
っ
て
受
任
し
て
い
る
か
を
要

件
と
し
て
い
る
の
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
︶
91
︵

。
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五
三

　

４　

同
規
範
に
お
け
る
非
業
務
執
行
取
締
役
の
資
質

　

取
締
役
会
の
一
体
性
の
一
部
と
し
て
、
非
業
務
執
行
取
締
役
は
、
建
設
的
に
異
議
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
経
営
戦
略

に
お
い
て
発
展
的
提
案
を
手
助
け
な
け
れ
ば
な
ら
い
と
さ
れ
る
︶
92
︵

。
ウ
ォ
ー
カ
ー
報
告
の
重
要
な
結
論
の
一
つ
は
、
金
融
機
関
の
非
業
務
執
行
者
に

は
、
特
に
こ
の
欠
く
こ
と
が
で
き
な
い
「ch

allen
ge

（
異
議
を
述
べ
る
こ
と
で
説
明
を
も
と
め
る
こ
と
）
」
役
割
を
提
供
す
る
こ
と
が
能
力
不
足

だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︶
93
︵

。
説
明
を
求
め
る
た
め
に
異
議
を
申
し
立
て
る
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
、
議
論
さ
れ
て
い
る
問
題
を
十
分
に
理
解
す
る

こ
と
な
く
し
て
は
難
し
く
、
そ
し
て
ウ
ォ
ー
カ
ー
報
告
で
さ
ら
に
表
明
さ
れ
た
の
は
、
非
業
務
執
行
取
締
役
に
よ
っ
て
み
せ
ら
れ
た
銀
行
業
に
つ

い
て
の
知
識
の
不
足
は
驚
愕
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
、
非
業
務
執
行
取
締
役
ら
が
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
効
果
的
な
貢
献
を
す
る
こ
と
を
困

難
に
し
て
し
ま
っ
た
。
会
社
の
情
勢
に
つ
い
て
の
徹
底
的
な
知
識
な
く
し
て
は 

― 

ウ
ォ
ー
カ
ー
報
告
が
言
及
す
る
よ
う
に 

― 

詳
細
に
業
務
執
行

者
を
調
査
す
る
こ
と
は
お
ろ
か
、
し
ば
し
ば
問
題
を
明
確
化
す
る
こ
と
さ
え
、
不
可
能
で
あ
る
と
さ
れ
た
︶
94
︵

。
知
識
の
不
足
に
対
す
る
こ
れ
ら
の
懸

念
は
、
金
融
セ
ク
タ
ー
に
限
ら
れ
て
い
な
い
。
︶
95
︵

上
述
の
よ
う
に
、
ウ
ォ
ー
カ
ー
報
告
とF

R
C

の
検
証
に
よ
れ
ば
、
同
規
範
は
︶
96
︵

、
取
締
役
会
は
、
技

能
、
経
験
、
独
立
性
と
会
社
に
つ
い
て
の
知
識
の
適
切
な
バ
ラ
ン
ス
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
強
調
す
る
た
め
に
、
改
定
さ
れ
た
︶
97
︵

。
い
ず
れ

に
し
て
も
、
取
締
役
は
、
取
締
役
と
し
て
自
ら
の
義
務
を
適
切
に
履
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
会
社
の
事
業
に
つ
い
て
の
十
分
な
知
識
と

理
解
を
有
す
る
と
い
う
法
的
義
務
を
負
っ
て
い
る
︶
98
︵

。
危
機
管
理
の
よ
り
大
き
な
取
締
役
会
責
任
を
一
般
的
に
負
う
の
と
同
様
に
、
規
範
に
関
す
る

あ
ら
ゆ
る
検
証
が
今
ま
で
以
上
の
非
業
務
執
行
取
締
役
に
よ
っ
て
引
き
受
け
ら
れ
る
べ
き
機
能
を
提
示
し
て
き
た
よ
う
に
、
我
々
は
、
次
の
こ
と

を
予
見
す
る
こ
と
が
で
き
る
︶
99
︵

。
す
な
わ
ち
、
形
式
的
な
「
独
立
性
」
よ
り
も
む
し
ろ
取
締
役
会
に
お
け
る
適
格
性
を
継
続
的
に
強
調
さ
れ
る
こ
と
︶
100
︵

、

そ
し
て
非
業
務
執
行
取
締
役
が
そ
の
説
明
を
求
め
る
と
い
う
「
異
議
」
の
役
割
の
重
要
性
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
特
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
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五
四

み
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

５　

同
規
範
に
お
け
る
非
業
務
執
行
取
締
役
の
役
割

　

こ
の
よ
う
に
、
非
業
務
執
行
取
締
役
の
特
定
の
責
務
に
目
を
向
け
れ
ば
、
記
述
の
よ
う
に
、
そ
の
中
心
的
な
職
務
は
、
業
務
執
行
取
締
役
に
対

し
て
建
設
的
に
異
議
を
申
し
立
て
る
点
を
提
供
す
べ
き
こ
と
で
あ
り
、
か
つ
戦
略
に
お
い
て
計
画
の
展
開
に
役
立
つ
べ
き
こ
と
で
あ
る
︶
101
︵

。
さ
ら
に

ま
た
、
同
規
範
は
︶
102
︵

、
非
業
務
執
行
取
締
役
の
役
割
を
、
到
達
目
標
と
目
的
を
承
認
し
た
会
議
体
に
お
い
て
経
営
業
績
を
精
査
す
る
こ
と
、
業
績
報

告
を
監
視
す
る
こ
と
、
財
務
情
報
の
完
全
性
と
そ
の
財
務
統
制
な
ら
び
に
危
機
管
理
シ
ス
テ
ム
が
健
全
か
つ
弁
護
可
能
な
も
の
で
あ
る
と
し
て
、

非
業
務
執
行
者
自
ら
を
納
得
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
べ
き
こ
と
を
、
確
認
し
て
い
る
。
非
業
務
執
行
取
締
役
に
は
、
業
務
執
行
取
締
役
の
指
名
お
よ

び
、
必
要
な
場
合
に
は
解
任
を
す
る
と
い
う
主
要
な
役
割
が
あ
り
、
そ
し
て
非
業
務
執
行
取
締
役
に
は
、
業
務
執
行
取
締
役
の
報
酬
を
適
切
な
レ

ベ
ル
に
決
定
す
る
こ
と
及
び
後
継
者
選
び
（su

ccession
 p

lan
n

in
g

）
に
関
し
て
責
任
が
あ
る
。
同
規
範
は
、
指
名
、
監
査
及
び
報
酬
委
員
会
に

お
い
て
非
業
務
執
行
取
締
役
が
鍵
と
な
る
役
割
を
も
つ
こ
と
を
説
明
し
て
い
る
。
︶
103
︵

五　

む
す
び
に
代
え
て

　

以
上
の
よ
う
に
、
金
融
危
機
以
後
の
英
国
の
お
け
る
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
関
す
る
同
国
の
規
範
め
ぐ
る
議
論
の
経
緯
か
ら
、
同
国

に
お
け
る
非
業
務
執
行
取
締
役
の
「
独
立
性
」
を
め
ぐ
る
考
え
方
の
変
化
、
す
な
わ
ち
単
な
る
機
能
的
な
意
味
で
の
形
式
的
「
独
立
性
」
で
は
な

く
、
取
締
役
会
に
お
け
る
ガ
バ
ナ
ン
ス
が
実
効
性
を
も
っ
て
機
能
す
る
よ
う
に
、
非
業
務
執
行
取
締
役
の
「
適
格
性
」
に
つ
い
て
も
焦
点
を
当
て

る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
議
論
が
展
開
さ
れ
た
こ
と
を
み
て
き
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
同
国
の
規
範
に
お
け
る
非
業
務
執
行
取
締
役
の
「
独
立
性
」



西
南
学
院
大
学
法
学
論
集　
　

第
四
五
巻　
　

第
三
・
四
合
併
号
（
二
〇
一
三
年　

三
月
）

五
五

を
確
保
す
る
諸
原
則
に
加
え
、
そ
の
「
適
格
性
」
な
ど
を
確
保
す
る
た
め
、
規
範
の
諸
原
則
等
へ
の
一
定
の
改
定
を
通
じ
て
、
導
入
さ
れ
て
き
て

い
る
。
具
体
的
に
は
、
他
の
会
社
の
業
務
執
行
者
と
し
て
、
あ
る
い
は
非
業
務
執
行
者
と
し
て
の
兼
務
（
兼
務
の
数
の
制
限
は
さ
れ
て
い
な
い

が
）
の
規
範
化
や
︶
104
︵

、
非
業
務
執
行
取
締
役
の
職
務
時
間
の
確
保
の
た
め
の
一
定
の
規
範
化
が
さ
れ
︶
105
︵

、
ま
た
業
務
執
行
者
に
対
し
て
、
非
業
務
執
行

取
締
役
と
し
て
十
分
な
説
明
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
知
見
や
適
格
性
が
重
要
視
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
金
融
危
機
以
前
は
、
当
然
の
前

提
と
し
て
、
具
体
的
な
規
範
化
が
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
が
、
金
融
危
機
に
お
け
る
非
業
務
執
行
取
締
役
の
業
務
の
内
容
、
あ
る
い
は
会
社
の
財
務

に
関
す
る
知
識
の
欠
如
と
し
て
、
経
営
の
失
敗
が
問
題
に
さ
れ
た
。
検
証
等
で
は
明
確
な
規
範
化
は
む
ず
か
し
い
と
さ
れ
た
が
、
例
え
ば
監
査
委

員
会
の
構
成
に
つ
い
て
、
「
独
立
性
」
の
他
に
、
適
格
性
と
し
て
の
「
経
験
」
を
求
め
て
お
り
︶
106
︵

、
一
定
の
場
合
に
は
「
形
式
的
な
」
独
立
性
よ
り

も
重
要
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
︶
107
︵

。

　

こ
の
よ
う
な
英
国
に
お
け
る
議
論
と
規
範
の
改
定
を
踏
ま
え
、
わ
が
国
の
動
向
と
比
較
し
て
み
る
と
、
「
会
社
法
見
直
し
に
関
す
る
要
綱
」
及

び
今
後
の
改
正
、
あ
る
い
は
そ
の
後
の
展
開
に
参
考
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
ず
、
監
査
・
監
督
委
員
会
の
構
成
と
し
て
、
社

外
取
締
役
を
過
半
数
と
す
る
こ
と
や
（
会
社
法
四
〇
〇
条
三
項
参
照
）
、
社
外
取
締
役
及
び
社
外
監
査
役
に
関
す
る
規
律
に
お
け
る
社
外
取
締
役

等
の
親
子
会
社
等
の
関
係
者
等
の
要
件
の
追
加
、
対
象
期
間
の
限
定
、
及
び
付
帯
決
議
の
内
容
は
、
社
外
取
締
役
の
導
入
の
促
進
と
そ
の
「
独
立

性
」
の
強
化
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
（
会
社
法
二
条
十
五
号
、
十
六
号
参
照
）
。︶

108
︵

一
方
で
そ
の
規
律
に
お
け
る
上
場
会
社
に
お
い
て
、

社
外
取
締
役
を
置
く
こ
と
が
相
当
で
な
い
理
由
を
事
業
報
告
の
内
容
と
す
る
開
示
規
制
は
、
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
立
法
動
向
の
経

過
的
措
置
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
可
能
性
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
︶
109
︵

。

　

「
独
立
性
」
が
取
締
役
会
機
能
︶
110
︵

の
合
目
的
的
な
実
効
性
確
保
で
あ
る
な
ら
ば
、
形
式
的
な
「
独
立
性
」
だ
け
で
な
く
、
「
独
立
性
」
の
本
来
の



英
国
に
お
け
る
非
業
務
執
行
取
締
役
の
「
独
立
性
」
の
再
考
―
金
融
危
機
以
後
の
議
論
の
経
緯
を
踏
ま
え
て
―

五
六

機
能
で
あ
る
実
効
性
の
確
保
の
た
め
に
、
本
稿
の
議
論
で
既
に
み
て
き
た
よ
う
に
、
説
明
を
求
め
る
異
議
を
な
す
こ
と
が
で
き
る
た
め
の
、
会

社
・
そ
の
業
務
へ
の
知
見
、
監
査
・
監
督
委
員
会
の
構
成
と
結
び
つ
い
た
会
社
の
財
務
・
会
計
な
ど
の
専
門
知
識
、
経
営
戦
略
へ
の
提
案
、
兼
任

な
ど
と
関
連
し
て
職
務
時
間
な
ど
の
「
適
格
性
」・
資
質
の
要
件
化
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
立
法
化
や
そ
の
後
の
課
題
と
な
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
︶
111
︵

、
例
え
ば
、
独
立
役
員
等
の
役
職
数
の
制
限
や
、
（
「
社
外
性
」
・
「
独
立
性
」
に
は
直
接
抵
触
し
な
い
）
他
の
会
社
の
業
務
執
行
取
締
役

職
と
の
兼
務
の
制
限
な
ど
、
「
独
立
性
」
だ
け
で
な
く
こ
れ
ら
「
適
格
性
」
な
ど
の
実
効
性
の
確
保
か
ら
も
議
論
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
思
わ

れ
る
︶
112
︵

。
そ
れ
は
、
今
回
の
見
直
し
に
お
け
る
出
発
点
で
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︶
113
︵

。

　

ま
た
、
要
綱
に
お
け
る
一
種
の
開
示
規
制
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
、
い
わ
ゆ
る
ソ
フ
ト
・
ロ
ー
に
よ
っ
て
、
会
社
に
関
す
る
組
織
規
範
、
行
動

規
範
と
す
る
︶
114
︵

場
合
︶
115
︵

、
現
行
会
社
法
と
の
体
系
性
と
の
関
係
︶
116
︵

に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
に
実
効
性
を
確
保
す
る
の
か
、
ま
た
そ
の
先
、
そ
の
規
範
性
を

ど
の
よ
う
に
確
保
・
補
完
す
る
べ
き
か
に
つ
い
て
は
︶
117
︵

、
紙
片
と
の
関
係
で
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（
二
〇
一
三
年
一
月
十
八
日
脱
稿
）

（
1
）　

法
制
審
議
会
会
社
法
法
制
部
会
「
会
社
法
制
の
見
直
し
に
関
す
る
中
間
試
案
」
（
以
下
、
「
中
間
試
案
」
と
す
る
。
）
、
法
務
省
民
事
局
参
事
官
室
「
会
社
法
制

の
見
直
し
に
関
す
る
中
間
試
案
の
補
足
説
明
」
（
以
下
、
「
補
足
説
明
」
と
す
る
。
）
商
事
法
務
一
九
五
二
号
四
頁
、
同
一
九
頁
（
二
〇
一
一
年
）
、
法
制
審
議
会

会
社
法
制
部
会
「
会
社
法
制
の
見
直
し
に
関
す
る
要
綱
案
」
商
事
法
務
一
九
七
三
号
一
三
頁
（
一
〇
一
二
年
）
（
以
下
、
「
要
綱
」
と
す
る
。
）
、
法
務
省
「
法
制

審
議
会
第
一
六
七
回
会
議
（
平
成
二
四
年
九
月
七
日
開
催
）
」h

ttp
://w

w
w

.m
oj.go.jp

/sh
in

gi1/sh
in

gikai_sou
kai.h

tm
l

、
岩
原
紳
作
「
会
社
法
制
の
見
直
し
に
関

す
る
要
綱
案
」
の
解
説
︹
Ⅰ
︺
商
事
法
務
一
九
七
五
号
四
頁
（
二
〇
一
二
年
）
（
以
下
、
岩
原
（
解
説
）
と
す
る
）
、
会
社
法
制
の
見
直
し
の
経
緯
等
に
つ
い
て
、

岩
原
紳
作
「
特
集　

会
社
法
制
の
ゆ
く
え
―
会
社
法
改
正
中
間
試
案
の
考
察　

総
論
―
会
社
法
制
見
直
し
の
経
緯
と
意
義
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
四
三
九
号
一
二
頁



西
南
学
院
大
学
法
学
論
集　
　

第
四
五
巻　
　

第
三
・
四
合
併
号
（
二
〇
一
三
年　

三
月
）

五
七

（
二
〇
一
二
年
）
（
以
下
、
岩
原
（
経
緯
）
と
す
る
）
。

（
2
）　

岩
原
（
解
説
）・
前
掲
注
（
１
）
一
〇
頁
以
下
参
照
。

（
3
）　

野
田　

博
「
﹃
遵
守
せ
よ
、
さ
も
な
け
れ
ば
説
明
せ
よ
﹄
」
原
則
の
考
え
方
と
現
実
と
の
乖
離
を
め
ぐ
る
一
考
察
―
英
国
の
﹃
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
﹄

に
つ
い
て
の
統
合
規
範
」
を
主
な
対
象
と
し
て
―
」
ソ
フ
ト
ロ
ー
研
究
八
号
一
頁
（
二
〇
〇
七
年
）
以
下
参
照
、
さ
ら
に
独
立
性
を
含
め
た
社
外
取
締
役
の
要
件
と

柔
軟
性
の
濫
用
の
問
題
に
つ
い
て
、
野
田　

博
「
取
締
役
会
の
監
督
機
能
の
充
実
と
法
の
役
割
―
社
外
取
締
役
の
義
務
付
け
お
よ
び
そ
の
要
件
の
見
直
し
を
中
心
と

し
て
」
月
刊
監
査
役
五
九
八
号
三
七
頁
以
下
（
二
〇
一
二
年
）
参
照
。

（
4
）　

岩
原
（
解
説
）・
前
掲
注
（
１
）
一
二
頁
。

（
5
）　

S
ee, B

. H
an

n
igan

, C
om

pany L
aw

, 3nd edn
 (O

xford
: O

xford
 U

n
iversity P

ress, 2012) (h
ereafter, H

an
n

igan
, C

om
pany L

aw
 (2012), p

107.

（
6
）　

T
h

e C
om

m
ittee on th

e F
in

an
cial A

sp
ects of C

orp
orate G

overn
an

ce
 (1992),　

報
告
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
日
本
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・

フ
ォ
ー
ラ
ム
編
﹃
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
―
英
国
の
企
業
改
革
―
﹄
（
商
事
法
務　

二
〇
〇
一
年
）
、
ま
た
非
業
務
執
行
取
締
役
の
展
開
の
経
緯
に
つ
い
て

は
、
拙
稿
「
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
非
業
務
執
行
取
締
役
の
検
討
（
一
）
」
山
口
経
済
学
雑
誌
四
六
巻
五
号
九
一
頁
（
一
九
九
八
年
）
以
下
、
「
同
（
二
・
完
）
」
山

口
経
済
学
雑
誌
四
九
巻
三
号
九
三
頁
以
下
（
二
〇
〇
一
年
）
参
照
。

（
7
）　

各
委
員
会
の
経
緯
に
つ
い
て
の
詳
細
な
研
究
と
し
て
、
上
田
純
子
「
英
国
に
お
け
る
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
へ
の
対
応
強
化
と
今
後
の
展
望
」
月
刊
監
査

役
五
六
一
号
六
八
頁
以
下
（
二
〇
〇
九
年
）
参
照
、
グ
リ
ン
ブ
リ
ー
委
員
会
に
つ
い
て
、see Study G

roup on D
irectors

＇ R
em

uneration
 (1995),　

ハ
ン
ペ

ル
委
員
会
に
つ
い
て
、see R

ep
ort of C

om
m

ittee on
 C

orp
orate G

overn
an

ce (1998), 

ヒ
ッ
グ
ス
委
員
会
に
つ
い
て
、see R

eview
 of th

e role an
d

 

effectiveness of N
on-executive D

irectors (2003), 

ス
ミ
ス
委
員
会
に
つ
い
て
、see Sm

ith report on A
udit C

om
m

ittees, R
eport to the F

R
C

 (2003), 

会

社
の
会
長
と
非
業
務
執
行
取
締
役
に
関
す
る
ヒ
ッ
グ
ス
報
告
に
よ
っ
て
勧
告
さ
れ
た
指
針
は
、
そ
の
後
、F

R
C

 G
uidance on B

orad E
ffectiveness (2011)

に
展

開
し
、
一
方
で
、
ス
ミ
ス
指
針
は
、F

R
C

, G
uidance on A

udit C
om

m
ittees (2011)

に
発
展
し
て
き
た
。
こ
の
点
、
主
に
ハ
ン
ペ
ル
報
告
か
ら
ヒ
ッ
グ
ス
報
告
、

ス
ミ
ス
報
告
ま
で
の
規
範
の
非
業
務
執
行
取
締
役
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
拙
稿
「
英
国
に
お
け
る
社
外
取
締
役
の
規
整
の
展
開
―
ヒ
ッ
グ
ス
報
告
に
よ
る
影
響
の
検

討
を
中
心
と
し
て
―
」
山
口
経
済
学
雑
誌
五
二
巻
三
号
一
六
七
頁
（
二
〇
〇
四
年
）
、
同
拙
稿
で
は
、
非
業
務
執
行
取
締
役
の
「
独
立
性
」
を
主
に
検
討
し
た
。
当

時
の
議
論
に
お
け
る
「
独
立
性
」
の
担
保
と
し
て
、
専
門
性
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
、
金
融
危
機
以
後
の
議
論
を
受
け
て
再
検
討
し
て
み
た
い
。

（
8
）　

S
ee, H

an
n

igan
, C

om
pany L

aw
 (2012), n

.5 above, at p
.107.

（
9
）　

W
alker, A

 review
 of corporate governance in U

K
 banks and other financial industry entities, F

inal R
ecom

m
endations (N

ovem
ber 2009)



英
国
に
お
け
る
非
業
務
執
行
取
締
役
の
「
独
立
性
」
の
再
考
―
金
融
危
機
以
後
の
議
論
の
経
緯
を
踏
ま
え
て
―

五
八

(h
ereafter W

alker R
ep

ort), 

こ
の
レ
ビ
ュ
ー
と
報
告
書
は
、
政
府
の
招
聘
に
よ
るD

avid
 W

alker

卿
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
。
二
〇
〇
九
年
七
月
に
同
名
の
諮
問
書
が

先
に
あ
る
。

（
10
）　

こ
の
レ
ビ
ュ
ー
は
三
つ
の
プ
ロ
セ
ス
を
踏
ん
で
い
る
、see F

R
C

, R
eview

 of th
e E

ffectiven
ess th

e C
om

bin
ed

 C
od

e, C
all for evid

en
ce

 (M
arch

 

2009);F
R

C
, R

eview
 of the E

ffectiveness of the C
om

bined C
ode: P

rogress R
eport and Second C

onsultation
 (Ju

ly 2009); F
R

C
, C

onsultation on the 

R
evised C

orporate G
overnance C

ode
 (D

ecem
ber 2009).

（
11
）　

F
R

C
, T

h
e U

K
 C

orp
orate G

overn
an

ce C
od

e (h
ereafter th

e U
K

 C
od

e) (Ju
n

e 2010).

（
12
）　

S
ee, F

R
C

 T
h

e U
K

 C
od

e(2010),

同
規
範
に
関
連
す
る
非
業
務
執
行
取
締
役
の
役
割
と
注
意
義
務
に
関
す
る
研
究
と
し
て
、
林　

孝
宗
「
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
展
開
―
非
業
務
執
行
取
締
役
の
役
割
と
注
意
義
務
を
中
心
に
―
」
社
学
研
論
集
一
七
号
二
四
七
頁
以
下
（
二
〇
一
一
年
）
参
照
。

（
13
）　

F
R

C
,th

e U
K

 C
od

e (S
ep

tem
b

er 2012), an
d

 see,h
ttp

://w
w

w
.frc.org.u

k/O
u

r-W
ork/C

od
es-S

tan
d

ard
s/C

orp
orate-govern

an
ce/U

K
-C

orp
orate-

G
overn

an
ce-C

od
e.asp

x, 

そ
の
主
な
改
定
は
、
監
査
に
関
し
て
、F

T
S

E
350

の
会
社
は
、
少
な
く
と
も
一
〇
年
ご
と
に
外
部
監
査
契
約
を
入
札
に
付
す
る
と
い
う
新

し
いC

od
e P

rovision

（C
. P

 C
3.7

）
の
追
加
で
あ
る
。

（
14
）　

S
ee B

. H
an

n
igan

, 

‘Board
 failu

res in
 th

e fin
an

cial crisis

︲tin
kerin

g w
ith

 cod
es an

d
 th

e n
eed

 for w
id

er corp
orate govern

an
ce reform

s: P
ard

 1

’ 
(2011) 32 C

o L
aw

 363.

（
15
）　

S
ee F

S
A

, E
nhancing the auditor

’s approach to prudential regulation
(Ju

n
e 2010), F

S
A

 D
P

 10/3, an
d

 th
e A

u
d

itin
g P

ractices B
oard

, A
uditor 

Scepticism
: R

aising T
he B

ar  (A
u

gu
st 2010).

（
16
）　

S
ee H

M
 T

reasu
ry, R

eform
ing financial m

arkets (Ju
ly 2009,C

M
 7667)p

p
.3-4,36.

（
17
）　

E
u

rop
ean

 C
om

m
ission

, C
orporate governance in financial institutions and rem

uneration policies, C
O

M
(2010)284, Ju

n
e 2, 2010,,(h

ereafter 

E
u

rop
ean

 C
om

m
ission

 G
reen

 P
ap

er), p
ara.3.3; see also accom

p
an

yin
g C

om
m

ission
 S

taff W
orkin

g D
ocu

m
en

t, S
E

C
 (2010)669.

（
18
）　

S
ee F

S
A

, T
h

e T
u

rn
er R

eview
, A

 regulatory response to the global banking crisis (M
arch

 2009), p
ara.2.8.

（
19
）　

W
alker R

ep
ort, n

.9 above, p
ara. 2.2 (iv). 

（
20
）　

H
an

n
igan

, n
.14 above, at 363.

（
21
）　

S
ee O

E
C

D
, C

orp
orate G

overn
an

ce an
d th

e F
in

an
cial crisis: K

ey F
in

d
in

gs an
d M

ain M
essages, (Ju

n
e 2009) p

.12, h
ereafter O

E
C

D
, K

ey
 

F
indings.
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五
九

（
22
）　

S
ee, th

e P
enrose R

eport of the E
quitable L

ife E
nquirty (h

ereafter th
e P

en
rose rep

ort)  (M
arch

 2004).

（
23
）　

H
an

n
igan

, n
.14 above, at 363.

（
24
）　

S
ee, H

an
n

igan
, n

.14 above, at 363, IC
G

N
 C

on
feren

ce on
 M

arch
 24,2010,

ウ
ォ
ー
カ
ー
卿
の
発
言
。

（
25
）　

C
om

p
an

ies A
ct 2006 (h

ereafter, C
A

 2006), an
d

 see H
an

n
igan

 C
om

pany L
aw

 (2012), n
.5 above, at p

106, 

業
務
執
行
取
締
役
と
非
業
務
執
行
取
締
役

の
両
概
念
は
本
質
的
に
経
営
用
語
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。 

（
26
）　

S
ee, n

.6 above.

（
27
）　

S
ee, n

.7 above.

（
28
）　

F
R

C

は
、
二
〇
〇
三
年
統
合
規
範
に
責
任
を
負
い
、
二
〇
〇
五
年
、
二
〇
〇
七
年
、
二
〇
〇
八
年
の
断
続
的
な
検
証
を
主
導
し
、
既
に
み
て
き
た
よ
う
に

二
〇
一
〇
年
に
英
国
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
規
範
を
発
行
し
て
い
る
。

（
29
）　

S
ee F

S
A

, E
ffective C

orp
orate G

overn
an

ce, C
P

10/3(Jan
u

ary 2010),p
ara.6.25, h

ereafter C
P

10/3,

大
規
模
な
金
融
機
関
に
は
、
そ
の
構
造
に
リ
ス
ク
委

員
会
（risk com

m
ittee

）
の
追
加
の
必
要
性
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。

（
30
）　

H
an

n
igan

, n
.14 above, at 364.

（
31
）　

S
ee F

S
A

 H
an

d
book, L

istin
g R

u
les, r.9.8.6R

(6).

（
32
）　

S
ee W

eil, G
otsh

al an
d

 M
an

ges, C
om

parative Study of C
orporate G

overnance C
odes R

elevant to the E
uropean U

nion and its M
em

ber States 

(Jan
u

ary 2002).

（
33
）　

C
om

m
ission

 R
ecom

m
en

d
ation

 on
 th

e role of n
on

-ex
ecu

tive or su
p

ervisory d
irectors of listed

 com
p

an
ies an

d
 on

 th
e com

m
ittee of th

e 

(su
p

ervisory) board
 2005/162,[2005] O

J L
52/51.

（
34
）　

S
ee, O

E
C

D
, K

ey F
indings, n

.21 above, at 7, an
d

 O
E

C
D

, C
orporate G

overnance and the F
inancial C

risis, C
onclusions and em

erging good 

practices to enhance im
plem

entation of the P
rinciples  (F

ebru
ary 2010),h

ereafter O
E

C
D

, C
onclusions.

（
35
）　

H
an

n
igan

, n
.14 above, 364.

（
36
）　

S
ee H

C
 T

reasu
ry C

om
m

ittee, B
anking C

risis: reform
ing corporate governance and pay in the C

ity
, N

in
th

 R
ep

ort, S
ession

 2008-09, H
C

519, 

p
ara.151.

（
37
）　

S
ee P

ricew
aterhouseC

oopers, E
xecutive C

om
pensation, R

eview
 of the Year 2009 (2010),

こ
の
デ
ー
タ
は
、
二
〇
〇
八
年
七
月
か
ら
二
〇
〇
九
年
七
月



英
国
に
お
け
る
非
業
務
執
行
取
締
役
の
「
独
立
性
」
の
再
考
―
金
融
危
機
以
後
の
議
論
の
経
緯
を
踏
ま
え
て
―

六
〇

ま
で
の
会
計
年
度
の
年
次
報
告
を
も
と
に
し
て
い
る
。

（
38
）　

C
h

arkh
am

, K
eeping B

etter C
om

pany
, (2005),p

.251.

（
39
）　

H
an

n
igan

, n
.14 above, at 365.

（
40
）　

S
ee also th

e H
C

 T
reasu

ry C
om

m
ittee, above n

.36, A
n

 O
E

C
D

 S
teerin

g G
rou

p
 on

 C
orp

orate G
overn

an
ce

は
、
以
下
の
三
報
告
書
を
作
成
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、T

he C
orporate G

overnance L
esson from

 the F
inancial C

risis (F
ebru

ary 2009); K
ey F

inding
, n

.21 above, (Ju
n

e 2009); C
onclusions, 

n
.34 above, (F

ebru
ary 2010), S

ee also th
e E

u
rop

ean
 C

om
m

ission
 G

reen
 P

ap
er, n

.17 above.

（
41
）　

H
an

n
igan

, n
.14 above, at 365.

（
42
）　

F
R

C
, R

eview
 of the E

ffectiveness of the C
om

bined C
ode, C

all for ebidence
 (M

arch
 2009).

（
43
）　

F
R

C
, R

eview
 the E

ffectiveness of the C
om

bined C
ode: P

rogress R
eport and Second C

onsultation
 (Ju

ly 2009).

（
44
）　

W
alker, A

 review
 of corporate governance in U

K
 banks and oter financial industry entities

 (Ju
ly 2009).

（
45
）　

S
ee, n

.9 above.

（
46
）　

F
S

A

は
、
組
織
変
更
さ
れ
、
そ
の
機
能
は
他
の
新
し
い
規
制
組
織
で
あ
る
プ
ル
ー
デ
ン
ス
規
制
機
構
（P

R
A

）
と
金
融
行
為
監
督
機
構
（F

C
A

）
に
移
管
さ
れ
る

が
（S

ee H
M

 T
reasu

ry, A
 new

 approach to financial regulation
 (2010, C

m
 7874)

、
本
稿
で
は
、
こ
の
議
論
の
も
と
を
検
証
し
たF

S
A

と
し
て
検
討
す
る

（see, h
ttp

://w
w

w
.fsa.gov.u

k/abou
t/w

h
at/reg-reform
）
。

（
47
）　

S
ee, n

.17 above.

（
48
）　

S
ee F

R
C

, C
onsultation onf the R

evised C
orporate G

overnance C
ode

 (D
ecem

ber 2009).

（
49
）　

H
an

n
igan

, n
.14 above, at 365.

（
50
）　

S
ee, F

R
C

 T
h

e U
K

 C
od

e(2010), M
ain

 P
rin

cip
le

（n
oted

 as M
P

）A
.3.

（
51
）　

S
ee, F

R
C

 T
h

e U
K

 C
od

e(2010), M
P

 A
.4.

（
52
）　

S
ee, F

R
C

 T
h

e U
K

 C
od

e(2010), M
P

 B
.1.

（
53
）　

S
ee, F

R
C

 T
h

e U
K

 C
od

e(2010), M
P

 B
.3.

（
54
）　

S
ee F

R
C

, T
he C

om
bined C

ode on C
orporate G

overnance C
ode

 (D
ecem

ber 2008), P
rin

cip
le A

.2.

は
、
二
〇
〇
八
年
版
で
は
、S

u
p

p
ortin

g P
rin

cip
le 

A
.2.

で
あ
り
、P

rin
cip

le A
.4.

は
、S

u
p

p
ortin

g P
rin

cip
le A

.1(2008)

で
あ
り
、P

rin
cip

le B
.1.

は
、S

u
p

p
ortin

g P
rin

cip
le A

.3(2008)

を
変
更
し
た
も
の
で
あ
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六
一

り
、P

rin
cip

le B
.3

は
、C

od
e P

rovision
 A

.4.4

か
ら
派
生
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
55
）　

H
an

n
igan

, n
.14 above, at 366.

（
56
）　

S
ee, F

R
C

 T
h

e U
K

 C
od

e(2010), M
P

 B
.3.

（
57
）　

S
ee,th

e C
A

 2006, s.174.

（
58
）　

W
alker R

ep
ort, n

.9 above, p
ara.3.23.

（
59
）　

H
an

n
igan

, n
.14 above, at 366.

（
60
）　

H
an

n
igan

, n
.14 above, at 366, 

業
務
執
行
取
締
役
職
を
有
す
る
非
業
務
執
行
取
締
役
に
関
し
て
は
、
制
限
が
唯
一
あ
る
。
取
締
役
会
は
、
常
勤
の
業
務
執
行
取

締
役
がF

T
S

E
 100

の
会
社
の
二
つ
以
上
の
非
業
務
執
行
取
締
役
職
を
引
き
受
け
る
こ
と
を
承
認
し
て
は
な
ら
な
い
し
、
ま
た
こ
の
よ
う
な
会
社
の
会
長
に
な
っ
て
は

な
ら
な
い
（th

e U
K

 C
od

e (2010), C
P

 B
.3.3

）
、
取
締
役
会
の
失
敗
の
原
因
の
一
つ
と
し
て
、
時
間
の
欠
如
が
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
非
業
務
執
行
者
が
、
そ
の
地

位
とF

T
S

E
 100

の
最
高
経
営
責
任
者
（C

E
O

）
の
地
位
、
あ
る
い
は
多
く
の
他
の
取
締
役
職
を
兼
ね
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
驚
愕
を
お
ぼ
え
る
と
指
摘
し
て
お
り
、

そ
し
て
本
委
員
会
は
、
非
業
務
執
行
取
締
役
は
、
自
ら
の
職
す
べ
て
を
い
か
に
果
た
す
か
を
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
関
す
る
会
社
書
類
に
お
い
て
説
明
す
べ

き
で
あ
る
と
し
て
い
る
（T

h
e H

C
 T

reasu
ry C

om
m

ittee, n
.36 above, p

ara.152.

）
。

（
61
）　

S
ee T

he D
aily Telegraph

, 

“Britain
 slam

s 
‘uncon

stitu
tion

al

’ plan
 to ban

 B
P

 from
 d

rillin
g in

 th
e U

S

”, A
u

gu
st 1, 2010; T

he F
inancial T

im
es (F

T
), 

‘BP
: G

loom
 at th

e top

’, Ju
ly 23, 2010,　

B
P

社
の
非
業
務
執
行
取
締
役
が
事
故
時
に
、
一
八
に
及
ぶ
取
締
役
会
に
職
を
も
ち
、
他
の
会
社
の
業
務
執
行
に
そ
の
能

力
を
使
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

（
62
）　

常
勤
の
非
業
務
執
行
取
締
役
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
は
採
用
し
な
か
っ
た
。
常
勤
で
の
参
加
に
よ
り
、
同
意
し
た
戦
略
の
実
施
の
た
め
の
業
務
執
行
者
の
能
力
を

妨
げ
て
し
ま
う
恐
れ
が
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
い
る
（W

alker, see n
.9 above, p

ara.3.23.

）
。
ま
た
、H

C
 T

reasu
ry C

om
m

ittee

の
議
事
録
に
お
け
る
証
言
に

よ
れ
ば
、
会
長
を
常
勤
と
す
る
提
案
は
採
用
し
な
い
、
し
か
し
本
質
的
に
非
業
務
執
行
者
の
職
が
非
常
勤
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
が
、
そ
れ
は
実
務
と
慣
習

に
す
ぎ
ず
、
独
立
性
に
関
し
て
の
誤
っ
て
与
え
ら
れ
た
焦
点
で
あ
る
と
指
摘
す
る
（H

C
 T

reasu
ry C

om
m

ittee, H
C

 P
ap

ers 1089-I, 2008-09, q.27,28

）
。

（
63
）　

H
an

n
igan

, n
.14 above, at 366.

（
64
）　

S
ee W

alker R
ep

rot, n
.9 above, at p

.12.

（
65
）　

H
an

n
igan

, n
.14 above, at 366.

（
66
）　

S
ee W

alker R
ep

rot, n
.9 above, p

ara.4.3.
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ま
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六
二

（
67
）　

S
ee W

alker R
ep

rot, n
.9 above, p

ara.3.8.

に
よ
る
と
、
非
業
務
執
行
取
締
役
の
大
多
数
に
こ
の
よ
う
な
専
門
的
知
識
の
要
件
を
負
わ
せ
い
る
が
、
一
方
で
は
、

他
の
非
業
務
執
行
取
締
役
に
は
、
取
締
役
会
に
お
い
て
価
値
の
あ
る
技
能
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
と
は
異
な
る
、
よ
り
広
い
技
能
を
認
め
て
い
る
（see p

ara.3.13.

）
。

同
様
に
、F

S
A

も
、
あ
る
企
業
に
お
け
る
非
業
務
執
行
取
締
役
全
体
で
、
取
締
役
会
が
そ
の
集
合
的
責
任
を
果
た
す
た
め
に
、
そ
の
業
界
に
お
け
る
知
識
が
十
分
提

供
さ
れ
る
な
ら
ば
、
他
の
技
能
の
価
値
に
つ
い
て
認
め
て
い
る
（see C

P
 10/3, n

.28 above, p
ara.4.28.

）
。

（
68
）　

S
ee, th

e P
en

rose rep
ort, n

.22 above,  

例
え
ば
、B

P

の
湾
事
故
に
お
い
て
、
メ
デ
ィ
ア
は
、
事
故
よ
り
前
に
、
会
社
の
安
全
手
順
を
、
あ
る
い
は
事
故
お
よ
び

漏
洩
後
に
事
故
へ
の
経
営
陣
の
対
応
を
、
会
社
の
非
業
務
執
行
取
締
役
が
経
営
陣
に
説
明
を
求
め
る
の
に
必
要
な
業
務
の
知
識
を
有
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、

疑
問
を
呈
し
た
。S

ee F
T, 

“BP
: G

loom
 at th

e top

”, Ju
ly 23, 2010; T

he D
aily Telegraph

, 

“BP
 oil sp

ill: th
e p

ressu
re grow

s on
 th

e com
p

an
y

’s n
on

-

execu
tive d

irectors

”, Ju
ly 7,2010.

（
69
）　

H
an

n
igan

, n
.14 above, at 367.

（
70
）　

S
ee C

A
 2006, s.174; R

e B
arings (N

o5) plc
 [1999]1 B

.C
.L

.C
.433, 

同
判
例
に
つ
い
て
、
川
島
い
づ
み
「
イ
ギ
リ
ス
会
社
法
に
お
け
る
取
締
役
の
注
意
義
務
」

比
較
法
学
四
一
巻
一
号
二
六
頁
以
下
（
二
〇
〇
七
年
）
参
照
。

（
71
）　

S
ee F

R
C

, 2009 R
eview

 of the C
om

bined C
ode: F

inal R
eport, (D

ecem
ber 2009),p

ara.3.17. 

そ
し
て
、O

E
C

D

は
、
そ
のO

E
C

D
 P

rin
cip

les

に
お
い
て

（see n
.34

）
、
知
識
、
能
力
あ
る
い
は
経
験
を
も
つ
非
業
務
執
行
取
締
役
の
重
要
性
を
、
こ
の
原
則
の
注
釈
で
述
べ
て
い
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
能
力
の
重
要
性

を
そ
れ
ほ
ど
明
確
に
は
述
べ
て
い
な
い
た
め
、
取
締
役
会
に
現
在
あ
る
技
能
を
補
完
す
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
こ
と
を
認
め
、
実
務
上
、
認
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、

適
格
性
は
し
ば
し
ば
取
締
役
会
の
独
立
性
に
過
剰
に
焦
点
を
当
て
る
為
に
、
見
過
ご
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
る
と
認
め
て
い
る
。se

e
 O

E
C

D
, 

C
on

clu
sion

, n
.34 above, p

ara.50.

（
72
）　

H
an

n
igan

, n
.14 above, at 367.

（
73
）　

法
定
監
査
に
関
し
て
、D

irective 2006/43/E
C

, O
J L

157/87, 9.06.2006

は
、
少
な
く
と
も
監
査
委
員
会
の
委
員
一
人
は
会
計
及
び
（
あ
る
い
は
）
監
査
の
能
力

を
有
す
る
こ
と
を
要
件
と
し
て
い
る
、see art.41, 

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
規
範
で
は
、
少
な
く
と
も
監
査
委
員
会
の
一
人
は
、
「
最
新
か
つ
関
連
性
が
ふ

さ
わ
し
い
財
務
経
験
」
を
有
す
る
こ
と
を
要
件
と
し
て
い
る
、see, th

e U
K

 C
od

e (2012), C
P

 C
.3.1; (U

S
) S

arban
es O

xley A
ct 2002 (S

O
X

)

は
、
少
な
く
と

も
監
査
委
員
会
の
委
員
の
一
人
に
、S

E
C

規
則
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
る
財
務
専
門
家
で
あ
る
こ
と
を
要
件
と
し
て
い
る
、see S

O
X

, s.407.

（
74
）　

H
an

n
igan

, n
.14 above, at 367.

（
75
）　

S
ee F

R
C

, n
.71 above, p

ara.3.18; W
alker R

ep
rot, n

.9 above, p
ara.3.10.
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一
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六
三

（
76
）　

H
an

n
igan

, n
.14 above, at 367.

（
77
）　

 S
ee, th

e U
K

 C
od

e (2012), C
od

e p
rovision

（n
oted

 as C
P

）B
.1.2.

（
78
）　

S
ee, th

e U
K

 C
od

e (2012), C
P

 A
.4.1.

（
79
）　

S
ee, th

e U
K

 C
od

e (2012), C
P

 A
.4.2.

（
80
）　

S
ee, th

e U
K

 C
od

e (2012), C
P

 A
.4.1.

（
81
）　

S
ee, th

e U
K

 C
od

e (2012), C
P

 E
.1.1

（
82
）　

H
an

n
igan

, C
om

p
an

y L
aw

 (2012), n
.5 above, at p

.117.

（
83
）　

F
R

C
, G

uidance on B
oard E

ffectiveness (2010), p
ara 1.10

は
、S

ID

の
役
割
は
そ
の
前
後
関
係
で
「
き
わ
め
て
重
要
（critically im

p
ortan

t

）
」
と
な
る
と

記
し
て
い
る
。

（
84
）　

S
ee, th

e U
K

 C
od

e (2012), C
P

 B
.1.1.

（
85
）　

S
ee, th

e U
K

 C
od

e (2012), C
P

 B
.1.1.

（
86
）　

S
ee, th

e U
K

 C
od

e (2012), C
P

 B
.3.2.

（
87
）　

S
ee, th

e U
K

 C
od

e (2012), C
P

 B
.7.1.

（
88
）　

S
ee, th

e U
K

 C
od

e (2012), C
P

 B
.2.3.

（
89
）　

H
an

n
igan

, C
om

pany L
aw

 (2012), n
.5 above, at p

.118, see, th
e U

K
 C

od
e (2012), C

P
 B

.1.1,

と
表
裏
の
関
係
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
「
独
立
性
」
の
判

断
は
取
締
役
会
が
行
い
、
「
独
立
性
」
が
あ
る
と
し
た
な
ら
ば
、
説
明
の
責
任
を
負
う
。

（
90
）　

H
an

n
igan

, C
om

pany L
aw

 (2012), n
.5 above, at p

.118.

（
91
）　

S
ee, F

R
C

, G
uidance on board E

ffectiveness (2011), at  p
.6,　

非
業
務
執
行
取
締
役
の
選
任
通
知
書
に
お
い
て
、
当
該
取
締
役
に
必
要
と
さ
れ
る
最
小
限
の

時
間
を
明
示
し
、
彼
な
い
し
彼
女
が
そ
の
役
割
に
割
く
こ
と
が
で
き
る
時
間
を
個
々
人
ご
と
に
確
認
を
取
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
、an

d
 see, th

e U
K

 C
o

d
e 

(2012), C
P

 B
.3.2.

（
92
）　

S
ee, th

e U
K

 C
od

e (2012), M
P

 A
.4.

（
93
）　

S
ee, W

alker R
ep

ort, n
.9 above, at p

. 12, 

金
融
機
関
に
お
け
る
意
思
決
定
の
プ
ロ
セ
ス
か
ら
こ
の
説
明
を
求
め
る
た
め
の
異
議
が
失
わ
れ
て
い
た
と
す
る
。

（
94
）　

S
ee, W

alker R
ep

ort, n
. 9 above, p

ara. 4.3.



英
国
に
お
け
る
非
業
務
執
行
取
締
役
の
「
独
立
性
」
の
再
考
―
金
融
危
機
以
後
の
議
論
の
経
緯
を
踏
ま
え
て
―

六
四

（
95
）　

H
an

n
igan

, C
om

pany L
aw

 (2012), n
.5 above, at p

.118.

（
96
）　

S
ee, th

e U
K

 C
od

e (2012), M
P

 B
.1.　

（
97
）　

ビ
ジ
ネ
ス
に
必
要
な
も
の
と
し
て
、
ふ
さ
わ
し
い
技
能
と
経
験
の
バ
ラ
ン
ス
を
取
締
役
会
に
求
め
（in

 P
rin

cip
le A

.3

）
、
さ
ら
に
、
独
立
性
に
関
す
る
広
範
な

要
件
を
定
め
（S

p
p

ortin
g P

rin
cip

le A
.3.1

）
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
特
に
会
社
へ
の
知
見
を
言
及
し
な
い
二
〇
〇
八
年
統
合
規
範
か
ら
の
変
化
で
あ
る
。

（
98
）　

S
ee C

A
 2006, s174 ; n

.70 above.

（
99
）　

H
an

n
igan

, C
om

pany L
aw

 (2012), n
.5 above, at p

.119.

（
100
）　

S
ee M

oore, 

‘Th
e E

volvin
g C

on
tou

rs of th
e B

oard

’s R
isk M

an
agem

en
t F

u
n

ction
 in

 U
K

 C
orp

orate G
overn

an
ce

’(2010) 10 JC
L

S
 279, 307; also 

H
an

n
igan

, n
.14 above, an

d
 P

art 2(2012)33 C
o L

aw
 35.

（
101
）　

S
ee, th

e U
K

 C
od

e (2012), M
P

 A
.4 an

d
 S

P
 E

.1.1, 

こ
の
よ
う
な
役
割
を
維
持
す
る
こ
と
で
、
非
業
務
執
行
取
締
役
は
、
主
要
な
株
主
と
共
に
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

さ
れ
た
会
議
に
出
席
す
る
機
会
を
提
供
さ
れ
る
べ
き
あ
る
。 

（
102
）　

S
ee, th

e U
K

 C
od

e (2012), S
u

p
p

ortin
g P

rin
cip

les (n
oted

 as S
P

) A
.4. 

（
103
）　

H
an

n
igan

, C
om

pany L
aw

 (2012), n
.5 above, at p

.119.

（
104
）　

F
or exam

p
le, see n

.60 above.

（
105
）　

S
ee, th

e U
K

 C
od

e (2012), C
P

 B
.3.1.

（
106
）　

S
ee, th

e U
K

 C
od

e (2012), C
P

 C
.3.1.

（
107
）　

F
or exam

p
le, see n

.71 above, an
d

 see, th
e U

K
 C

od
e (2012), M

P
 B

.1.

（
108
）　

監
督
機
能
強
化
と
し
て
の
「
独
立
性
」
に
関
連
し
て
、
大
杉
謙
一
「
取
締
役
の
監
督
機
能
の
強
化
―
社
外
取
締
役
・
監
査
役
制
度
な
ど
」
落
合
誠
一
・
太
田
洋
・

柴
田
寛
子
編
著
﹃
会
社
法
制
見
直
し
の
視
点
﹄
一
頁
以
下
参
照
（
商
事
法
務　

二
〇
一
二
年
）
、
さ
ら
に
社
外
（
独
立
）
取
締
役
と
業
績
連
動
報
酬
に
つ
い
て
、
大

杉
・
同
一
三
頁
参
照
。

（
109
）　

岩
原
（
解
説
）
・
前
掲
注
（
１
）
一
一
頁
に
よ
れ
ば
、
「
不
十
分
だ
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
そ
の
時
点
の
状
況
に
応
じ
て
さ
ら
な
る
措
置
が
必
要
に
な
る
こ
と

が
あ
り
得
よ
う
」
と
す
る
。

（
110
）　

わ
が
国
の
取
締
役
会
の
機
能
と
社
外
取
締
役
の
議
論
と
し
て
、
神
作
裕
之
「
取
締
役
会
の
監
督
機
能
強
化
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
四
三
九
号
二
一
頁
以
下
（
二
〇
一
二

年
）
参
照
。
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六
五

（
111
）　

神
作
・
前
掲
注
（
110
）
二
一
頁
以
下
参
照
、
わ
が
国
で
は
、
「
中
間
試
案
」
の
「
補
足
説
明
」
に
お
け
る
社
外
取
締
役
の
機
能
と
し
て
検
討
さ
れ
、
社
外
取
締
役

の
義
務
付
け
及
び
要
件
化
が
検
討
さ
れ
た
。

（
112
）　

こ
の
点
、
単
純
に
比
較
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
金
融
危
機
以
後
の
英
国
で
の
規
範
改
定
の
議
論
を
前
提
に
す
れ
ば
、
こ
の
一
種
の
開
示
規
制
に
よ
っ
て
、

「
適
格
性
」
を
優
先
さ
せ
る
必
要
性
が
あ
る
場
合
に
、
「
相
当
で
な
い
理
由
」
と
す
る
こ
と
の
可
能
性
が
あ
り
う
る
だ
ろ
う
か
。

（
113
）　

岩
原
（
経
緯
）
・
前
掲
注
（
１
）
十
二
頁
、
大
杉
・
前
掲
注
（
108
）
四
三
頁
参
照
、
社
外
取
締
役
が
存
在
す
る
会
社
で
の
企
業
不
祥
事
に
つ
い
て
、
「
単
に
社
外

（
独
立
）
取
締
役
を
義
務
づ
け
る
こ
と
に
は
意
味
が
な
く
、
む
し
ろ
監
査
役
の
権
限
と
取
締
役
の
持
つ
権
威
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
の
ほ
う
が
有
効
で
あ
る
」
と
指

摘
さ
れ
て
い
る
。

（
114
）　

例
え
ば
、
東
京
証
券
取
引
所
の
独
立
役
員
制
度
に
関
連
し
て
、
楠
元
純
一
郎
「
社
外
監
査
役
と
独
立
性
」
永
井
和
之
＝
中
島
弘
雅
＝
南
保
勝
美
編
﹃
会
社
法
学
の

省
察
﹄
三
一
四
頁
以
下
参
照
（
中
央
経
済
社　

二
〇
一
二
年
）
。

（
115
）　

神
田
秀
樹
「
企
業
の
社
会
的
責
任
を
め
ぐ
る
規
範
作
成
―
日
本
経
団
連
の
企
業
行
動
憲
章
や
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
の
多
国
籍
企
業
行
動
指
針
を
例
と
し
て
」
中
山
信
弘
編
集

代
表
・
藤
田
友
敬
編
﹃
ソ
フ
ト
ロ
ー
の
基
礎
理
論
﹄
一
六
四
頁
以
下
参
照
（
有
斐
閣　

二
〇
〇
八
年
）
。

（
116
）　

S
ee H

an
n

igan
, C

om
pany L

aw
 (2012), n

.5 above, at p
,119,　

例
え
ば
、
「
適
格
性
」
な
ど
の
担
保
の
た
め
に
、
取
締
役
の
義
務
と
し
て
、
構
成
す
る
こ
と

や
、
直
接
利
益
相
反
や
特
別
の
利
害
関
係
が
な
い
場
合
に
つ
い
て
も
他
の
役
員
職
な
ど
が
一
定
を
数
を
超
過
す
る
よ
う
な
場
合
な
ど
も
、
最
終
的
に
は
取
締
役
の
義

務
違
反
と
な
り
う
る
の
だ
ろ
う
か
。

（
117
）　

S
ee, n

.100 ab
ove, 

さ
ら
に
、
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
に
つ
い
て
、
上
田
・
前
掲
注
（
７
）
七
四
頁
以
下
参
照
、
社
外
取
締
役
と
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
に
関
連

し
て
、
野
田　

博
「
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
お
け
る
法
の
役
割
―
英
米
会
社
法
を
中
心
と
し
て
」
柴
田
和
史
・
野
田　

博
編
﹃
会
社
法
の
現
代
的
課
題
﹄

（
法
政
大
学
現
代
法
研
究
所
叢
書
二
四　

二
〇
〇
四
年
）
一
一
二
頁
以
下
参
照
。




